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この調書は、令和３年３月策定の奈良県環境総合計画について、各施策・事業の成果を広報するとと

もに、県、市町村、関係機関・団体等が実施事業の計画的推進及び新規事業の創出、事業見直し等の参

考として活用できるよう、計画体系に沿って主な事業の進捗状況を概括的にとりまとめたものである。 
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Ⅰ 森林環境の維持向上 

【施策の方向】 
森林の有する木材生産や県土の保全、自然環境の保全などの多面的機能を将来にわたって持続的に

発揮し続ける社会の実現に向けて、森林と人とが良好な関係を築きながら、森林が県民の貴重な財産

として引き継がれていくことを目指します。 

重点的な取組として、奈良県フォレスターを推進力に、森林の４機能（防災、森林資源生産、生物多

様性保全、レクリエーション）を高度に発揮させるため、本県独自の新たな森林環境管理制度の構築・

推進を図ります。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定の趣旨 指標項目 

現況値 
目標値 

R7 

(2025) 

小施策 
R2 

(2020) 
R3 

(2021) 
R4 

(2022) 
R5 

(2023) 
R6 

(2024) 

森林環境管理士・森林環

境管理作業士の養成の

状況を評価する指標とし

て活用 

奈良県森林環境管理士資格取得者

数（人）（累計） 
0 0 17 29 40 40 

新 た な

森 林 環

境 管 理

体 制 の

構築・推

進 

奈良県森林環境管理作業士資格取

得者数（人）(累計) 
0 2 8 10 20 50 

奈良県フォレスターの市

町村配置の状況を評価す

る指標として活用 

奈良県フォレスターの任命者数（人） 10 13 13 22 28 25 

森林環境管理を担う人材

の確保の状況を評価する

指標として活用 
林業の新規就業者数（人） 

109 
［H28～R2］ 

112 
［H29～R3］ 

132 
［H30～R4］ 

148 
［R1～R5］ 

153 
［R2～R6］ 

285 
［R3～R7］ 

施業放置林の解消への

取組を評価する指標とし

て活用 

混交林への誘導整備面積（ha）(累

計) 
－ 45 90 148 227 1,100 

災 害 に

強 い 森

林づくり 

伐採届（皆伐）等の審査・

指導等の強化を評価する

指標として活用 

伐採届（皆伐）の現地調査実施の割

合（転用・線下伐採を除く）（％） 
不明 不明 不明 100 100 100％ 

山地災害の早期復旧を評

価する指標として活用 

紀伊半島大水害以降発生した主な

山地災害（25 箇所）の復旧箇所（箇

所） 

13 15 16 17 17 
23 

※未完了 1 

森林経営計画策定の進

捗を評価する指標として

活用 

森林面積に対する森林経営計画策

定率（％） 
9 8 6 5 集計中 16 

持 続 的

に 森 林

資 源 を

供 給 す

る 森 林

づくり 

森林経営計画等に基づく森林施業面

積（ha／年） 
4,107  2,946 2,591 2,432 集計中 6,800 

生産基盤の強化度合いを

評価する指標として活用 

高性能林業機械等の導入台数（台） 
7１ 
［R1］ 

79 
［R2］ 

72 
［R3］ 

67 
［R4］ 

63 
［R5］ 

80 

林内路網密度（m/ha） 18.9 19.1 19.4 19.5 集計中 20.4 

航空レーザ測量計測成果解析面積

（km2）（累計） 
126 572 776 1,401 1,866 2,020 

木材搬出促進を評価する

指標として活用 

大規模集約化団地数（件） 16 17 17 18 19 24 

木材生産量（万 m3／年） 

15.7 
(A 材：7.1 
B 材：2.1 
C 材：6.5) 

17 
(A 材：8.7 
※B材、C材は 

非公表) 

17 
(A 材：7.7 
B 材：2.6 
C 材：6.7) 

14.9 
(A 材：5.3 
B 材：2.5 
C 材：7.1) 

16.9 
(A 材：5.5 
B 材：2.2 
C 材：9.2) 

20 
(A 材：11 
B 材：2 
C 材：7) 

素材生産の生産性（m3/人・日） 
3.1 
［R1］ 

3.1 
［R2］ 

3.2 
［R3］ 

3.2 
［R4］ 

3.7 
［R5］ 

3.6 

生物多様性の保全に繋

がる取組を評価する指標

として活用 

混交林への誘導整備面積(ha）(累計) － 45 90 147 227 1,100 
生 物 多

様 性 が

保 全 さ

れ る 森

林づくり 

特定希少野生動植物の指定数（種） 12 12 11 11 11 20 

ニホンジカの生息密度の

適正化の取組を評価する

指標として活用 

ニホンジカの捕獲数（頭／年） 

（メス）5,555 

（オス）4,493 

（性別不明）333 

（メス）6,141 

（オス）4,667 

（性別不明）253 

（メス）6,188 

（オス）4,676 

（性別不明）227 

（メス）5,791 

（オス）4,391 

（性別不明）114 

(メス)6,158 
(オス)4,910 

（性別不明）158 

（メス）6,000 
（オス）4,000 

森林の利用者数を評価す

る指標として活用 

自然公園等の利用者数（千人／年） 8,947 8,774 10,579 10,970 集計中 16,000 
森 林 の

レクリエ

ーション

機 能 の

強化 

奈良県植栽計画（「なら四季彩の庭」

づくり）の事業着手エリア数（森林・里

山分野）（箇所） 

23 23 23 23 23 ↗ 

イベント等の活用を評価

する指標として活用 

体験学習（森の学校）への参加者数

（人） 

4,344 
［H29～R2］ 

132 
［R3］ 

861 
[R3～R4] 

1,527 
［R3～R5］ 

2,208 
［R3～R6］ 

5,600 
［R3～R7］ 
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【主な事業の進捗概要】 

１．新たな森林環境管理体制の構築・推進 

１－１ 奈良県フォレスターアカデミーの設置・運営 

(１)奈良県森林環境管理士・奈良県森林環境管理作業士の養成 （森林環境課） 

森林環境の維持向上に関する専門的な知識を有し、かつそれを実践できる技術、技能を備えた人材

（森林環境管理士・森林環境管理作業士）を養成するため、令和３（2021）年４月に奈良県フォレス

ターアカデミーを開校。 

計画的かつ継続的に人材を養成するため、奈良県フォレスターアカデミーの入学者を確保する必要

があることから、令和 7 年度は、機械操作習得に必要なシミュレーターの導入、カリキュラムの改正

など奈良県フォレスターアカデミーの魅力向上に取り組むとともに、オープンキャンパスの開催やジ

ャーナルの発行など PR にも取り組む。 

 R3 R4 R5 R6 R7 R7（目標） 

入学者数（人） ○アカデミー開校 

○第 1 期生入学 

 

○第 2 期生入学 

 

○第 3 期生入学 

 

○第 4 期生入学 

 

○第 5 期生入学 

 

○第 5 期生入学 

 フォレスター学科（人） 17 13 12 11 4 各 10 

森林作業員学科（人） 3 6 4 6 5 各 10 

 

 

１－２ 奈良県フォレスター制度の確立 

(１)県・市町村連携による奈良県フォレスター制度の確立 （森林環境課） 

県は、令和２（2020）年３月に「奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図

る条例」を制定し、令和２（2020）年度から奈良県フォレスターの候補となる職員（森林管理職）の

採用試験を開始するなど、奈良県フォレスターを養成・配置するための取組を進めている。 

この奈良県フォレスターは、市町村に長期間、同一区域を担当するように配置する予定であり、令和

５年度は、７市町村に７名、令和６年度は２市村２名、令和 7 年度は 6 市町村 6 名の奈良県フォレス

ターを配置し、令和 8 年度以降の配置に向けて、関係市町村と協議・調整に取り組む。 

 

(２)新たな森林環境管理を担う人材の確保 （森林環境課） 

新たな森林環境管理の推進を加速させるためには、情報の一括管理と発信、継続的な調査研究によ

る技術の開発、森林整備への公的関与の強化などが必要となることから、「奈良県フォレスターアカデ

ミー」を中核とする新たな拠点機能の形成に取り組む。 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R7（目標） 

奈良県フ

ォレスタ

ーの配置 

○「奈良県森林

環境の維持向上

により森林と人と

の恒久的な共生

を図る条例」施

行 

○奈良県職員

（森林管理職） 

6 名採用 

 

○奈良県職員

（森林管理職） 

3 名採用 

○奈良県職員

（森林管理職） 

6 名採用 

○奈良県フォレ

スター（令和 3年

度採用等の森林

管理職員）7 名を

市町村に配置 

○奈良県職員

（森林管理職） 

5 名採用 

○奈良県フォレ

スター（令和 4 年

度採用の森林管

理職員）2 名を市

町村に配置 

○奈良県職員

（森林管理職） 

2 名採用 

○奈良県フォレ

スター（令和 5年

度採用の森林管

理職員）6 名を市

町村に配置 

○奈良県職員

（森林管理職） 

5 名採用 

○奈良県フォレ

スター（令和 5 年

度採用の森林管

理職員）6 名を市

町村に配置 

奈良県フォレスターアカデミー

開校式 
チェーンソーの講義の様子 森づくりの講義の様子 
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１－３ 新たな森林環境管理を担う人材の確保 

(１)新規林業就業者の確保・育成・定着への支援 （県産材利用推進課） 

奈良県林業労働力確保支援センターや奈良県森林組合連合会などの関係機関と連携した就業希望者

への情報提供、合同会社説明会の開催、「緑の雇用」現場技能者育成対策事業及び「林業就業支援講習

会」の開催などを通して、新規就業者の確保・育成を進めており、令和 6 年度には 27 人の新規就業

者を確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)林業労働の安全衛生確保対策 （県産材利用推進課） 

労働強度の軽減につながる高性能林業機械などの導入支援、労働災害低減のための安全講習会の開

催や特殊健康診断（振動障害検診）の受診促進により、雇用主に対し雇用の安定化や労働安全衛生水準

の向上を促し、就業者が安心して働ける環境づくりを図っている。 

 

２．災害に強い森林づくり 

２－１ 森林施業の促進 

(１)施業放置林の解消、混交林化（恒続林化・自然林化）の推進 （森林環境課） 

令和２（2020）年４月現在、県内の人工林面積（171 千 ha）のうち、88 千 ha が施業放置状態

となっている。これを解消するため、令和２年度までは施業放置林の強度間伐を行ってきた。 

針葉樹と広葉樹が混交する森林は、地中部では根が複雑に張り巡り、地上部では複数の樹種・高さの

異なる樹木と草本類に覆われることから、崩壊しにくく、上部で崩壊した土砂を受け止める効果が高

くなるため、令和３年度からは、施業放置されたスギ・ヒノキ人工林から混交林への誘導を進めてい

る。 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R6～7（目標） 

施業放置林整備

面積（ha） 
782 1,019 45 38 46 60 各 220 

※R1・２年度は強度間伐を実施、R3 以降は混交林誘導を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 

新規就業者数（人） 26 32 34 34 27 

 緑の雇用（人） 6 13 18 17 14 

上記以外（人） 20 19 16 17 13 

林業就業支援講習受講者（実績数）（人） 17 15 10 27 40 

施業放置林（県内事例） 

林業就業支援講習会① 林業就業支援講習会② 森林の仕事ガイダンス 

(合同会社説明会) 

強度間伐林（県内事例） 
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２－２ 森林法の適切な運用 （森林環境課） 

 計画的な森林整備や無秩序な開発を抑制し森林の防災機能を強化するため、森林法に規定される「伐

採届」（R5（2023）年度：主伐 86.16ha 間伐 424.82ha）や「林地開発許可の申請」、「保安林

での伐採に関する届出・申請」の適切な運用を促進している。 

県と市町村が連携して構築する新たな森林環境管理体制のもとで、伐採・植栽・保育の適性化を図

り、森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に取り組む。 

 

２－３ 災害予防・復旧 （県産材利用推進課） 

紀伊半島大水害以降に発生した主な山地災害箇所（２５箇所）のうち、令和 6 年度末までに 17 箇

所の復旧を完了し、7 箇所が着手済み。 

今後も引き続き、山地災害を復旧するための治山施設の整備に取り組み、着手済み箇所の早期完了

と未着手箇所の早期着手・完了を目指す。 

 R2 R3 R4 R5 R6 

紀伊半島大水害以降に発生した

主な山地災害（箇所） 
25 25 25 25 25 

 うち復旧箇所 13 15 16 17 17 

うち着手済箇所 7 7 8 7 7 

 

 

３．持続的に森林資源を供給する森林づくり 

３－１ 計画作成の促進 （森林環境課、県産材利用推進課） 

奈良県フォレスターや県の林業普及指導職員と市町村が連携して森林所有者の特定や境界の明確化

を行ったうえで、集約化を推進し、森林所有者と林業事業者などのマッチングによる集約化施業団地

の設定や森林所有者、森林組合、林業事業者などによる森林経営計画の策定について支援している。ま

た、森林経営計画などに基づいて計画的に森林施業を行う森林組合や林業事業者などへの支援に取り

組んでいる。 

 

３－２ 生産基盤の強化 

（１）作業システムの効率化及び機械化の推進、路網整備の推進 （県産材利用推進課） 

森林から安定的に木材を生産するため、森林経営計画などと連動させ、「林道の整備」、「奈良型作業

道の整備」、「高性能林業機械等の導入」、「架線集材施設の設置」などの生産基盤の強化に取り組んでい

る。 

令和 6 年度の林道開設延長は 575m、奈良型作業道の開設延長は 19,491m であり、林内路網密

度は 19.5m/ha となった。また、令和 5 年度末での高性能林業機械の導入台数は 63 台。 

 R2 R3 R4 R5 R6 

林道開設延長（ｍ） 

（）は累計 

1,131 

(1,340,795) 

794 

(1,341,589) 

668 

(1,342,257) 

707 

(1,342,964) 

575 

(1,343,539) 

奈良型作業道開設

延長（ｍ） 
16,175 14,856 25,092 20,107 19,491 

 

 

 

 

 

 

 
奈良型作業道 
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(２)森林資源情報等の整備・活用 （森林環境課） 

効率的な木材生産を行うため、航空レーザ計測を行い精度の高い森林資源情報・詳細な地形情報を

解析・整備する。令和元年度から航空レーザ計測を開始し、約 10 年間で県内（３４市町村）民有林の

測量及びデータ解析を完了する計画である。また、そのデータについては市町村と共有し、適正な森林

環境管理に活用する。 

 R2 R3 R4 R5 R6 

航空レーザ 

計測成果解析 

実施市町村 

東吉野村 

吉野町、大淀町 

下市町、黒滝村 

川上村 

五條市 
天川村、野迫川村 

十津川村（一部） 

十津川村（一部）、

御所市、山添村、

宇陀市（一部） 

航空レーザ解析

面積（km2） 
126 446 204 625 465 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 木材搬出の促進 

(１)大規模集約化団地からの木材搬出の促進 （県産材利用推進課） 

新たな森林環境管理制度の推進に合わせ、奈良県フォレスター、市町村、森林組合、出所者支援財

団などの連携を強化し、施業地からの木材搬出（A 材・B 材・C 材）を促進している。 

森林施業の大規模な集約化を行った団地において、奈良型作業道の開設や高性能林業機械の導入な

どへの支援を行うことにより、計画的な木材搬出の促進に取り組んでいる。 

令和 6 年度は、大規模集約化団地 8 件から 10,913m3 の木材を搬出。 

 

４．生物多様性が保全される森林づくり 

４－１ 生物多様性の保全 

(１)混交林化（恒続林化・自然林化）の推進 （森林環境課） 

長引く林業の不振などから適切に管理されない人工林が増加する中で、生物多様性保全機能の低下

が懸念されている。そのため、施業放置された人工林の混交林への誘導に取り組んでいる。 

 

(２)森林病害虫の防除 （森林環境課） 

森林病虫害により一定の樹種が大量に枯死する被害（ナラ枯れ、マツ枯れなど）を予防するととも

に、被害拡大を防ぐために森林病害虫の駆除に取り組んでいる。 

平成 22 年に奈良市でナラ枯れ被害が確認されて以降、県中部、東部、南部へ被害が拡大。平成 23

年度から平成３０年度まではナラ枯れ被害を防ぐため、市町村が実施する被害木の伐倒・くん蒸、ビニ

ール被覆などの防除対策を支援・促進（県補助）。令和元年度からは各市町村が森林環境譲与税を活用

して対策を実施。 

県としては、航空機による上空からの被害調査、市町村・国・県関係課及び研究機関を構成員とする

「奈良県ナラ枯れ対策協議会」での情報共有、調査などに基づく技術的な指導などにより支援する。 

 

 

 

 

 

 

CS立体図 林相図 

（左）標高・傾斜・曲率（凸凹）を色

分けで示しており、詳細な地形を把

握することができる。 

（右）樹種の分布把握に適している。 

ナラ枯れ被害の状況 ナラの穿入の様子 
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４－２ 生物多様性の再生 

（１）ニホンジカ生息密度の適正化  

（県産材利用推進課、農業水産振興課）※奈良県森林環境税事業 

分布域や個体数が増加し森林の下層植生などの食害が問題となっ

ているニホンジカについて、「奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理

計画（第７次）（令和４年度策定）」に基づき、ニホンジカの個体数調

整を行い、生息密度の適正化により植生被害の低減。年間捕獲

16,000 頭を目標としている。さらに、皆伐跡地に植栽した苗木を

ニホンジカの採食から保護するため、令和 6 年度は 3,247m の獣害

防止柵の設置に対して支援を行った。 

 

 

５．森林のレクリエーション機能の強化 

５－１ レクリエーションの場づくり （水・大気環境課、景観・自然環境課） 

県民が気軽に森林に立ち入り、快適にレクリエーション活動を行

えるよう、自然公園の保全・活用に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

５－２ イベント等の活用によるレクリエーションの機会づくり 

(１)イベント等を通した森林レクリエーションの機会づくり （森林環境課） 

森林の持つレクリエーション機能への理解・関心を深め、森林と人との恒久的な共生の意識を醸成

させるために、森林をフィールドとしたイベントを開催。チラシの配布や県ホームページ・広報誌によ

る情報発信を通して、県民の参加を広く募っている。 

 

(２)森林環境教育の推進 （森林環境課） 

地域で環境保全意識の普及啓発を担う指導者を養成するため、指導者養成セミナーを継続的に開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R2 R3 R4 R5 R6 R6～7（目標） 

指導者養成セミナー

受講者数（人） 
15 15 15 13 16 各 15 

県立矢田自然公園内 

矢田山遊びの森の様子 

人工造林地における 

シカの食害 

指導者養成セミナーの様子 森の学校の様子 
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Ⅱ 健全な水循環の構築 
【施策の方向】 

人々の暮らしや多様な動植物の生命の源である「清らかで豊かな水」を守り、育むため、河川や

湖沼等の水質の改善・維持、きれいな水辺空間づくりなどについて、本県の源流・上流域から中・下

流域まで、「健全な水循環」の視点で一体的に取り組みます。 

重点的な取組として、大和川の水質の全国ワースト上位ランキングからの脱却を図ります。その

ため、大和川の水質を、“地域の環境を映す鏡”として捉え、多様な主体による広域的なネットワー

クにより、水質の改善に一層重点的に取り組むとともに、きれいな水辺環境づくりを推進します。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定の
趣旨 

指標項目 

現況値 目標値 
R7 

（2025） 
小施策 

R2 
(2020) 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

R5 
(2023) 

R6 
(2024) 

清らかで安

全な水環境

を評価する指

標として活用 

水系毎の環境

基準達成率（%） 

（達成箇所数/

測定箇所数） 

大 和 川

水系 

95.2 

（20／21） 

95.2 

（20／21） 

90.5 

（19／21） 

95.2 

（20／21） 

95.2 

(20／21) 
100 

水 質 の

維持・改

善 

淀 川 水

系 

28.6 

（8／28） 

42.9 

（12／28） 

39.3 

（11／28） 

85.7 

（24／28） 

71.4 

(20／28) 
100 

紀 の 川

水系 

100 

（5／5） 

100 

（5／5） 

100 

（5／5） 

100 

（5／5） 

100 

（5／5） 
100 

新 宮 川

水系 

55.6 

（5／9） 

60.0 

（6／10） 

66.7 

（6／9） 

81.8 

（9／11） 

81.8 

（9／11） 
100 

生活排水対

策の進捗を

評価する指

標として活用 

汚水処理人口普及率（%） 89.8 90.3 90.8 91.3 91.7 95.1 

水源の保水

能力を評価

する指標とし

て活用 

水源かん養保安林の面

積（ha） 
64,265 64,526 64,581 64,585 64,589 68,831 

水 量 の

確保と保

水 力 の

維持・向

上 

きれいな水

辺空間づくり

の取組を評

価する指標と

して活用 

地域の河川サポート事業

参加団体数（団体） 
170 172 173 169 158 

197 

［R6］ 
やすらぎ

の 水 辺

空 間 の

整備 
大和川一斉清掃の参加

人数（人） 
708 210 3,781 3,841 2,376 

10,000 

［R6］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各水系の BOD値と汚水処理人口普及率の推移 
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【主な事業の進捗概要】 

１．水質の維持・改善 

１－１ 大和川の水質改善 

 水質汚濁の原因の半分以上が家庭からの生活排水である大和川の水質改善を図るため、下水道、合併

浄化槽等の整備及び適正な維持管理を促進するとともに、大和川水質マップや関連イベント等を通し

て、流域住民等の「川をきれいにする」意識の醸成を図っている。 

 

（１）公共下水道の整備・接続促進 （下水道マネジメント課） 

【下水道普及率】 

※県全体は住民基本台帳人口ベースの、大和川水系は下水道全体計画区域内人口ベースの数値 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

県 全 体（単位：％） 80.7 81.2 81.9 82.4 82.8 83.4 83.8 

大和川水系（単位：％） 85.0 85.5 86.1 86.5 86.9 87.4 87.8 
 

平成 27 年度から、市町村が実施する下水道接続促進員による接続促進を支援（県補助）。 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

下水道接続

促進員実施

市町村 

(県補助) 

橿原市 

香芝市 

大和高田市 

橿原市 

香芝市 

大和高田市 

橿原市 

香芝市 

田原本町 

大和高田市 

橿原市 

御所市 

香芝市 

田原本町 

大和高田市 

橿原市 

御所市 

香芝市 

田原本町 

大和高田市 

橿原市 

香芝市 

田原本町 

大和高田市 

橿原市 

香芝市 

田原本町 

 

（２）合併浄化槽の整備・適正な維持管理の促進 （水・大気環境課） 

市町村が実施する合併浄化槽設置補助を支援（県補助）するとともに、合併浄化槽の適正な維持管理

（保守点検・清掃・法定検査の実施等）を促進するため、チラシや県ホームページによる普及啓発を実

施している。なお、大和川流域の法定検査の受検率は、令和６年度は 15.5％となっており、全国平均

の 49.8％（R5）、県平均の 21.8％（R6）を下回っている。 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

合併浄化槽補助実施市町村数

（県補助） 

合併浄化槽設置基数（基） 

7 市町

村 

123 

6 市町

村 

122 

7 市町

村 

116 

9 市町 

村※ 

115 

9 市町 

村※ 

103 

9 市町 

村※ 

80 

9 市町 

村※ 

87 

単独浄化槽数（流域 24市町村）

（基） 
62,823 61,273 60,740 60,118 59,559 59,068 58,572 

※実施９市町村：奈良市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、斑鳩町、田原本町、高取町、大淀町 

 

（３）重点対策支川の対策促進 （水・大気環境課、河川整備課、下水道マネジメント課） 

水質改善が遅れている 8 支川（菩提川、菰川、富雄川、土庫川、高田川、三代川、岡崎川、葛城川）

を「重点対策支川」とし、BOD 目標値を 5 ㎎／ℓに設定して、汚水処理施設（下水道、合併浄化槽

等）への接続を促進するとともに、「川を汚さない暮らしの実践」の普及啓発に努める。 

平成 29 年度は、高田川・土庫川・葛城川を対象に、水質改善・きれいな水辺空間づくりを進めるた

め、団体、行政、有識者で構成する「大和川重点対策支川部会」（大和高田・広陵エリア）を設置し、

平成 30 年度に「大和川のきれい化」実践計画を策定した。 

三代川・岡崎川についても、平成３０年度に「大和川重点対策支川部会」（大和郡山・斑鳩・安堵エ

リア）を設置し、令和元年度に「大和川のきれい化」実践計画を策定した。 

計画策定後、毎年 7 月に部会を開催し、計画の進捗状況・評価に加え、「川のきれい化」に関連した

活動を行う地元団体等が活用可能な本県の支援制度の紹介や意見交換を実施。下水道の早期接続等の

より一層の促進に向け、広報誌による広報・啓発活動や地域住民への積極的な働きかけを進めている。 



9 

（４）「水質の見える化」による啓発 （水・大気環境課） 

公共用水域水質測定計画等に基づき、国、県、奈良市が実施する水質検査（BOD 値、R6：71 地点）

の結果を「大和川水質マップ」で見える化し、普及啓発のツールとして活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和川水質マップ（H２１ ＢＯＤ７５％値） 

～1.0mg/ℓ

1.1～2.0mg/ℓ

5.1mg/ℓ～

2.1～3.0mg/ℓ

3.1～4.0mg/ℓ

4.1～5.0mg/ℓ
大和川水質マップ（Ｒ６ ＢＯＤ７５％値） 
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（５）下水処理施設の汚泥の減量化とエネルギー活用 （下水道マネジメント課） 

下水汚泥の資源化（エネルギー利用）、埋立処分量の減量化を図るため、第二浄化センターにおいて、

汚泥減量化施設及びバイオガス発電設備等（汚泥減量化施設から発生するメタンガスを活用）の整備

について検討を行っている。 

 

（６）多様な主体による広域ネットワークの促進 （水・大気環境課、河川整備課、下水道マネジメント課） 

○「奈良県山の日・川の日条例（平成 20 年 7 月 11 日公布・施行）」の制定趣旨でもある清流の復活

に向けて、国、県、市町村、企業、流域住民等が連携して「大和川清流復活ネットワーク」を設置（平

成 20 年 11 月）するなど、大和川の水質改善に向けた様々な計画・実施を推進。 

 

○環境イベントの実施 

 ・大和川水質改善強化月間（２月） 

大和川清流復活ネットワークの構成員等が流域各地で啓発活動等を実施。 

 ・大和川一斉清掃 

毎年 3 月に、流域の各地域において、国・県・市町村と地域住民・民間団体・企業等が連 

携して、一斉清掃を実施。 

 ・「奈良県山の日・川の日（７月第 3 月曜日）、山と川の月間（7～8 月）」関連イベント 

毎年 7～8 月に、国、市町村、団体等と連携して啓発・体験型イベントを実施（「山」と「川」 

の学校（水生生物観察、森林セラピーなど）、大和川源流体験ツアー、川の清掃デーなど）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 清流吉野川の保全 

吉野川の自然や清流を守るため、流域の市町村や地域住民等と連携して、環境イベント等の啓発活

動を実施。 

 

（１）吉野川マナーアップキャンペーンの実施 （水・大気環境課） 

毎年、７月第３土曜日から８月３１日まで、県及び吉野川流域７市町村が一体となって、行楽客やキ

ャンプ客、釣り客等に対し、ごみの持ち帰りのマナー向上を呼び掛ける啓発活動を実施。令和６年度

は、吉野川上流（川上村、東吉野村）から中流（大淀町、五條市）までの間で啓発・清掃活動を行った。 

参加市町村：五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村 

 

（２）「吉野川を守る会」河川愛護キャンペーンの実施 （景観・自然環境課） 

毎年 8 月に、「吉野川を守る会」の構成団体（県、流域 7 市町村、関係機関・団体）が連携して、流

域のキャンプ場等を巡回して、河川美化の呼びかけを実施。 

 

 

 

 

「山」と「川」の学校（R7.7、R7.8） 大和川一斉清掃（R7.3） 
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１－３ 生活排水対策の推進 

河川の水質汚濁の主要因である家庭からの生活排水対策を推進するため、下水道、合併浄化槽等の

整備及び適正な維持管理を促進。 

 

（１）公共下水道の整備 （下水道マネジメント課） 

【下水道普及率（単位：％）】 

※県全体は住民基本台帳人口ベースの、各水系は下水道全体計画区域内人口ベースの数値 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

県 全 体 80.7 81.2 81.9 82.4 82.8 83.4 83.8 

大和川水系 85.0 85.5 86.1 86.5 86.9 87.4 87.8 

淀川水系 93.8 93.0 93.9 94.0 94.1 94.1 94.1 

紀の川水系 70.2 71.1 72.0 73.1 73.1 75.2 75.0 

新宮川水系 100 100 100 100 100 100 100 

 

（２）合併浄化槽の整備・適正な維持管理の促進 （水・大気環境課） 

市町村が実施する合併浄化槽設置補助を支援（県補助）するとともに、合併浄化槽の適正な維持管理

（保守点検・清掃・法定検査の実施等）を促進するため、チラシや県ホームページによる普及啓発を実

施している。なお、法定検査の受検率は、令和 6 年度は 21.8％となっており、全国平均の 49.8％

（R5）を下回っているのが現状。 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

合併浄化槽補助実施市

町村数（県補助） 

合併浄化槽設置基数

（基） 

19 市町村 

231 

18 市町村 

222 

20 市町村 

197 

20 市町村 

186 

20 市町村 

165 

20 市町村 

131 

20 市町村 

146 

単独浄化槽数（県全体）

（基） 
68,744 67,149 65,752 65,109 64,517 64,006 63,482 

 

 

２．水量の確保と保水力の維持・向上 

２－１ 森林の保水機能の維持・回復 

(１)施業放置林の解消、混交林化（恒続林化・自然林化）の推進 （再掲 3 ページ参照） 

 

２－２ 都市・農村における保水力の向上 

（１）ため池の多面的機能の活用 （農村振興課、河川整備課） 

大和川流域の市街地に降った雨水が河川に一気に流れ出すことを抑えるため、堤体の盛り土整備や

余水吐の改修など、ため池の治水利用を促進（県補助）。 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ため池利用よる

治水対策量（m3）  

（ ）は累計 

48,941 

(1,377,913) 

37,553 

(1,415,466) 

25,300 

(1,440,766) 

81,403 

(1,522,169) 

52,400 

(1,574,569) 

16,784 

(1,591,353) 

29,293 

(1,622,228) 

実施市町村 

（県補助） 

奈良市 

生駒市 

御所市 

三宅町 

田原本町 

奈良市 

御所市 

平群町 

川西町 

高取町 

広陵町 

奈良市 

香芝市 

葛城市 

奈良市 

大和郡山市 

香芝市 

葛城市 

平群町 

安堵町 

明日香村 

上牧町 

生駒市 

御所市 

平群町 

高取町 

広陵町 

葛城市 

上牧町 

平群町 

奈良市 

大和郡山市 

葛城市 

平群町 

明日香村 
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（２）奈良県平成緊急内水対策事業等による雨水貯留浸透施設の整備 （河川整備課） 

大和川流域の市街地に降った雨水の地下浸透を促し、河川に一気に流れ出すことを抑えるため、市

町村が実施する公共施設等での雨水貯留浸透施設（透水性舗装、地下貯留、校庭貯留等）の整備を促進

（県補助）。 

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

雨水貯留浸透

施設よる治水

対策量（m3）

（ ）は累計 

2,853 

（160,364） 

3,275 

（163,639） 

8,603 

（172,242） 

0 

（172,242） 

3,530 

(175,772) 

8,843 

(184,615) 

137,200 

(321,815) 

実施市町村 

（県補助） 

大和高田市 

天理市 

生駒市 

三郷町 

生駒市 
天理市 

田原本町 
－ 御所市 

大和郡山市 

田原本町 

天理市 

三郷町 

王寺町 

 

（３）農地の保水機能の保全 （農村振興課） 

大和川流域の市街地での浸水被害の軽減を目的として、水田に降った雨を一時的に貯める「水田貯

留」（田んぼダム）の普及拡大を図るため、平成 25 年度から県や市町村が流出調整板・排水桝等の施

設整備を推進。 

実施市町村：田原本町（平成 25 年度～） 

大和高田市・桜井市・広陵町・大和郡山市（平成 27 年度～） 

      橿原市・斑鳩町（平成 28 年度～） 

 

２－３ 環境用水の導入検討・促進 （河川整備課） 

○菰川（奈良市内）の環境導水 

環境用水として、佐保川から農業用水を導水（平成 21 年度～）するとともに、平成 24 年度から、

農業用井戸からの導水実験を開始。現在は水質改善がみられたため、導水を行わずとも水質が良いか

確認を行っている。 

BOD 値は、H20：9.1mg/ℓから R6：3.0mg/ℓに改善。 

 

○菩提川（奈良市内）の環境導水 

環境用水として、地下水を導水（平成 23 年度～）することにより、BOD 値は、H20：14mg/ℓ

から R6：1.6mg/ℓに改善。 

（※地下水導水による水質改善の検証も実施済のため本事業は完了としている。以後、菩提川の水

質確認は奈良市で測定している） 

 

 

３．水利用の適正化 

３－１ 県域水道の一体化推進 

（１）上水道一体化の検討・推進 （水・大気環境課） 

令和３年１月に県域水道一体化に向けた水道事業等の統合に関する覚書を締結した団体により、同

年８月に奈良県広域水道企業団設立準備協議会を設立し、検討・協議を実施。令和 5 年 2 月、県及び

関係市町村等の長により、一体化後の運営方針である「奈良県広域水道企業団基本計画」に合意・策定

するとともに、「水道事業等の統合に関する基本協定」を締結。令和 6 年 3 月及び 5 月、協議会にお

いて新たに設立する広域水道企業団の組織体制、統合後の水道料金、施設整備の具体的計画など、統合

に向けた大枠が了承。令和 6 年 7 月、奈良県広域水道企業団規約案及び基本計画改定案が協議会にお

いて了承。令和 6 年 11 月 1 日、奈良県広域水道企業団を設立。令和７年 4 月から事業統合。 
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Ⅲ 景観の保全と創造 

【施策の方向】 
世界に誇る歴史文化遺産とともに、豊かな自然、田園・里山風景が広がる県内各地において、四季

折々に彩られる景観を守りながら、国際的な歴史文化交流拠点「奈良県」にふさわしい景観を創り

育て、未来につなげていきます。 

重点的な取組として、奈良県植栽計画「なら四季彩の庭」づくりに基づき、県内各地の特徴ある景

観を有する一定の地域を「小庭（エリア）」として、県全体が調和のとれた「一つの庭」となるよう

な景観づくりを促進するとともに、奈良らしい魅力動線を創出するため都市・沿道景観の形成を目

指します。 

 
【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定
の趣旨 

指標項目 
現況値 

目標値 
R7（2025） 

小施策 
R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

歴史文化交

流拠点として

の奈良県の

魅力度を評

価する指標と

して活用 

小庭 （ エ リ

ア）の整備

着手数 

56 56 56 56 56 
66 

［R5］ 

「なら四季

彩の庭」づ

くり 

観光入込客

数 

（万人） 

2,623 2,415 3,266 3.991 
集計中 

※12 月中に公表 
5,100 

歴史的景

観の保全

と活用 

田園・里山の

景観を守る取

組を評価する

指標として活

用 

担い手への

農地集積率

（%） 

18.5 19.5 20.4 21.4 24.0 
34.0 

［R15］ 

田園・里山

景観の形

成と活用 

都市景観の

向上を評価

する指標とし

て活用 

都市計画区

域内人口１

人あたりの

都市公園面

積（m2／人） 

13.8 

［R1］ 

13.8 

［R2］ 

13.9 

［R3］ 

14.0 

［R4］ 

14.1 

［R5］ 

14.45 

［R4］ 

都市景観

の創造 

県管理道路

の無電柱化

事業着手延

長（km） 

約 19 約 19 約 19 約 19 - 約 19 

景観づくり

のルールを

締結する地

区等の数 

（地区） 

180 180 180 180 218 195 

馬見丘陵公

園来園者数 

（万人／年） 

111.5 108.3 117.2 106.5 93.9 
120 

［R6］ 

自然景観を

守る取組を評

価する指標と

して活用 

県土に占め

る自然公園

面積の割合

（%） 

17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 

自然景観

の 保 全 と

再生 
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【主な事業の進捗概要】 

１．「なら四季彩の庭」づくり 

（１）奈良県植栽計画の推進 （水・大気環境課） 

平成 26 年 3 月に「奈良県植栽計画（「なら四季彩の庭」づくり）」を策定。県内各地の特徴ある景

観を有する一定の地域を「小庭（エリア）」として選定し、各エリアの植栽景観を整え、奈良県全体が

調和のとれた「一つの庭」となることを目指している。 

計画では、県内の主要な名所やその周辺等の「小庭（エリア）」を 48 箇所選定（令和６年度：60 箇

所）し、各エリアにおける個別の処方（実施計画）を作成しており、これに基づき奈良公園周辺、馬見

丘陵公園、大宮通りなど県による拠点的整備を進めるとともに、平成 25 年度より、市町村や団体等

に対し、県補助金や植栽整備地の管理に対する奨励金の支給等により連携・支援している。 

さらに、｢なら四季彩の庭｣づくりの理念が全県的な運動へと発展していくよう、植栽アドバイザー

派遣による技術的支援や・ホームページの開設、インスタグラムの活用等の普及啓発に取り組む。 

 

○小庭（エリア）の事業進捗（花苗植栽や支障木伐採、遊歩道・ビューポイント等の整備） 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

計画エリア数 54 56 60 60 60 60 60 60 

整備着手エリア数 50 51 51 56 56 56 56 56 

 

処方数 

 

（実施計画） 

計画数 290 305 329 324 326 330 336 336 

整備着手

数 
187 193 209 220 225 231 234 238 

 

市町村

等補助

件数 

5市町村 

5箇所 

7市町村 

8箇所 

3市町村 

3箇所 

4市町村 

5箇所 

2町村 

1団体 

3箇所 

2町 

2箇所 

3市村 

3箇所 

3市村 

3箇所 

 

○普及啓発 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

シンボルマーク

プレートの設置 

（ ）は累計 

設置エリア 
1 

（21） 

3 

（24） 

6 

（30） 

3 

（33） 

1 

（34） 

1 

（35） 

0 

(35) 
0 

(35) 

設置箇所 
3 

（36） 

8 

（44） 

7 

（51） 

3 

（54） 

2 

（56） 

1 

（57） 

0 

(57) 
0 

(57) 

情報誌（ジャーナル）の発行 

※平成29年度より、「植栽ジャーナ

ル」を「きれいに暮らす奈良県スタ

イルジャーナル」として再編 

年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 1 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 
- 

(※廃刊) 

事業進捗・成果の「見える化（ﾋﾞﾌｫ

ｰ･ｱﾌﾀｰ）」 

平成30年 3月に県ホームページに特設サイト開設 

令和 3年10月にインスタグラム開設 令和 7年 4月に廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンボルマーク 
平成 26年 10 月制定 

きれいに暮らす奈良県スタイル 
ジャーナル（第24号） 

 
 

ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸﾌﾟﾚｰﾄ 
（なら歴史芸術文化村） 
令和 5 年 3 月設置 

 
公式インスタグラム 
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２．都市・沿道景観の創造 

（１）幹線道路の屋外広告物対策 （景観・自然環境課） 

平成 22 年 10 月の改正県屋外広告物条例により、県景観計画に定める広域幹線沿いの信号を有す

る交差点周辺 30m の区域等において、原則、民間の屋外広告物を禁止とした。是正対象物件は、当初

223 件あったものを令和 5 年度末現在で 23 件まで減少させることができた。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

掲出禁止交差点周辺における

不適格な屋外広告物数（件） 
39 31 33 32 25 24 23 23 

 

（２）奈良モデル（県・市町村連携）による沿道景観づくり（屋外広告物対策） （景観・自然環境課） 

中和幹線をモデル路線として、県と沿道 5 市町（大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、広陵町）

で、平成 27 年 9 月に「中和幹線沿道景観協議会」を設置し、屋外広告物対策を推進。平成 28 年度

には、この協議会において屋外広告物ガイドラインを作成。平成 29 年度は、県・沿道５市町の取組項

目と役割分担を明確化しガイドラインの実効性をより高めるため、同年 5 月に県と沿道５市町で「中

和幹線沿道の屋外広告景観向上に関する協定書」を締結。また、この協定に基づき、沿道５市町におけ

る屋外広告物の許可基準を定める規則改正を早期に実現させるため、同年８月に「中和幹線沿道景観

部会」を設置。平成 30 年３月には、沿道 5 市町での屋外広告物条例施行規則改正の手続きが完了し

た。今後も継続して、県・5 市町が連携しながら沿道屋外広告物の是正・誘導を推進していく。 

一方、ゲートウェイとなる県道木津横田線については、奈良市、大和郡山市と連携し、地元企業等の

協力を得ながら、沿道の屋外広告物対策の検討を進めていく。 

 

（３）奈良の玄関口となる主要鉄道駅付近の景観づくり （水・大気環境課、景観・自然環境課、奈良公園室） 

“奈良”の玄関口となる主要鉄道駅付近において、おもてなしの心あふれる奈良らしい美しい都市・

沿道景観を創出するため、京都市の成功事例（四条通、河原町通）等も参考に、景観行政団体である奈

良市と連携し、沿道景観づくりに取り組む。平成 30 年度は、奈良市と県・市担当課長会議を設置・運

営し、近鉄奈良駅周辺景観整備に係る基本的な考え方（目的、事業内容、推進体制等）を検討した。令

和元年度は、整備イメージ、推進スキーム（移動空間整備、屋外広告物対策）を検討・整理し、令和 2

年度から、地域の関係者との勉強会を開催し、環境整備の検討を進めた。今後も沿道景観づくりに取り

組んでいく。 

 

（４）道路の無電柱化の推進 （道路建設課） 

「奈良県無電柱化推進計画（R1.10 策定）」に基づき、無電柱化を推進。これまでに、無電柱化事

業に着手した約 19ｋｍの県管理道路のうち、18％（約 3.5ｋｍ）で電線共同溝工事が完了した。 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

電線共同溝整備率（％） 11 13 15 18 18 － 

 

（５）地域住民等による道路・河川等の植栽・管理の促進 

（道路マネジメント課、水・大気環境課、河川整備課、公園企画課、まちづくり推進課） 

沿道や河川等において、地域住民やボランティア団体、企業等が、自主的に実施・参加する植栽・草

刈り、清掃等の活動を促進。 

沿道 
平成 15 年度から「みんなで・守ロード」により、県が地域団体等と協定を締結し、
団体等が行う沿道での草刈りや清掃活動等を促進。令和６年度：10０団体。 

河川 
「地域の河川サポート事業」として、地域住民やボランティア団体、企業等が自主的
に行う河川美化活動（植栽､清掃､草刈り）を促進。令和６年度：158 団体。 

都市公園 
都市公園来園者の募金で造成する「奈良県立都市公園緑化基金（平成 26 年度設置）」
を原資にして、都市公園の緑化を推進。馬見丘陵公園で基金活用による緑化を実施。 

公共施設 
平成 24 年度から、県施設を活用した花いっぱい運動を実施。令和 6 年度：20 施
設。 
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【都市・沿道景観事例（屋外広告物等）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

四条通（平成 19 年） （平成 27 年） 

近鉄奈良駅周辺（大宮通り） （平成 28年 11 月） 近鉄新大宮駅周辺（大宮通り）（平成 28年 11 月） 

 

県道木津横田線（奈良市東九条町付近） 

（平成 28 年 11 月） 

大宮通り（平城宮跡付近） （平成 28年 11 月） 

京都市 市街地の沿道景観づくり（事例） 

県内事例（主要鉄道駅付近・幹線道路沿道（例）） 

（出典 ： 京都市 都市計画局 広告景観づくり推進室 「京のサイン 増補版」 P5-6） 
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３．歴史的景観の保全と活用 

（１）奈良公園周辺の魅力向上・環境改善 （奈良公園室） 

吉城園周辺・高畑町裁判所跡地において、民間資本活用による宿泊

を中心としたまちづくりを進めてきた。平成 28 年度に奈良公園地

区整備検討委員会で整備コンセプト・内容をとりまとめ、平成 29 年

度に、文化庁より両地区の現状変更の許可を得た。 

高畑町裁判所跡地については、「瑜伽山園地」として、旧山口氏南

都別邸庭園を令和２年５月２４日に開園し、６月５日に宿泊施設、

交流・飲食施設が開業した。吉城園周辺については、令和５年８月

２９日に宿泊施設が開業した。 

 

 

 

 

 

（２）平城宮跡歴史公園の整備 （公園企画課） 

“奈良時代を今に感じる”空間を創出するという公園基本計画の理念に基づき、国営公園区域と連

携して県営公園区域の整備を進めている。平成 30 年 3 月 24 日に「平城宮跡歴史公園朱雀門ひろ

ば」を開園。県は朱雀大路西側に観光案内・物販施設等として「天平みつき館」「天平うまし館」な

どを整備。また、国土交通省は同東側に展示・体験施設として「平城宮いざない館」を整備。 

県は、令和６年５月、奈良県観光を取り巻く環境の変化を踏まえ、本県の観光施策を機動的かつ戦

略的に推進するために設置した「奈良県観光戦略本部」において、平城宮跡周辺エリア部会を立ち上

げ、県営公園区域の既存施設の活用や民間活力の導入も含めた平城宮跡のあり方などの検討を行っ

た。この結果を踏まえ、県は、令和７年１０月に「平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画」を

改定した。 

 

（３）歴史的風土特別保存地区内の土地買入・管理 （景観・自然環境課） 

古都保存法に定める歴史的風土特別保存地区内では、建築物の新築や土地の造成、木竹の伐採等の

行為が厳しく規制されることから、その代償措置として、制度開始（昭和 43 年度）から令和 6 年度

までの間で、計 480ha の土地の買入を行ってきた。この買入地について、景観保全のための植栽、

散策路、ベンチ等の施設整備などを実施するとともに、ボランティア団体等による花植や耕作などの

活動を促進している。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

土地の買入れ面積累計（ha） 444 447 456 458 461 472 475 480 

「景観形成事業※」参加団体数 34 32 31 33 32 33 29 29 

   ※景観形成事業：ボランティア団体等による買入地の花植や耕作などを促進する事業 

 

（４）歴史的町並み・町家等の保全・活用 （まちづくり推進課） 

地域の新たな魅力を創出することを目的に、平成 23 年度から県内の歴史的な町並み・町家等に斬

新な発想を持つアートを組み合わせた地域型アートプロジェクト「奈良・町家の芸術祭 はならぁ

と」を開催。令和 6 年度までにはならぁとの会場となった空き町家のうち、46 件が店舗や住宅とし

て利活用された。 

 

 

 

 

宿泊施設のエントランスに旧知事公舎を活用 

開園した瑜伽山園地 

（吉城園周辺） 
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４．田園・里山・自然景観の保全と活用 

（１）荒廃農地の発生防止 （担い手・農地マネジメント課） 

荒廃農地の再生を図るため、平成 21 年度から「奈良県農業再生協議会」（県や農協等が参画）が推

進母体となり、荒れた農地の草刈りや耕起・整地等を促進。（Ｒ１よりなら農地有効活用推進事業実績） 

また、農地中間管理機構（公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンター）を通じて、農地を借

り受ける担い手農家が、荒廃農地を再生する取組に要する経費の一部を補助。（なら農地有効活用推進

事業） 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

荒廃農地再生利用面積累計（ha） 40.7 47.1 47.3 47.9 49.5 50.3 50.7 50.8 

 

（２）農地及び農業用施設の保全管理 （農村振興課） 

市町村補助を通して、集落単位で実施する農地法面の草刈りや水路の泥上げなどの保全管理活動や

植栽による景観づくりを促進。 

■実績 （取り組み面積（累計）、各年度の実施市町村数） 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

草刈り等 

（H19～） 

5,707ha 

21 市町

村 

5,669ha 

21 市町

村 

5,573ha 

21 市町

村 

5,593ha 

21 市町

村 

5,678ha 

22 市町

村 

5,572ha 

22 市町

村 

5,661ha 

23 市町

村 

5,703ha 

23 市町

村 

植栽活動等 

（H26～） 

4,309ha 

17 市町

村 

4,277ha 

17 市町

村 

4,205ha 

17 市町

村 

4,285ha 

17 市町

村 

4,369ha 

17 市町

村 

4,346ha 

17 市町

村 

4,468ha 

18 市町

村 

4,491ha 

18 市町

村 

 

（３）中山間地域での農業生産活動への支援 （農村振興課） 

生産条件が不利な中山間地域等において、集落の複数農業者が締結する協定に基づき 5 年以上継続

して行う農業生産活動に対して、市町村補助を通して支援。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

対象面積 

市町村数 

2,732ha 

14 市町

村 

2,726ha 

14 市町

村 

2,725ha 

14 市町

村 

2,684ha 

13 市町

村 

2,695ha 

13 市町

村 

2,762ha 

14 市町

村 

2,768ha 

14 市町

村 

2,780ha 

14 市町

村 

 

（４）森林等の多面的機能の保全 （森林環境課） 

平成 26 年度から、奈良県林業改良普及協会が推進母体となり、県と協働して地域住民、森林所有

者等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用、森林環境教育・研修活動等の取組を促進。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

実施団体数 28 23 20 18 18 13 16 15 

 

（５）自然環境の保全と再生 

①春日山原始林の保全 （奈良公園室）  

国の特別天然記念物及び世界遺産に登録されている「春日山原始林」の保全・再生のため、「春日山

原始林保全計画」（平成 28 年度策定）に基づき、ナラ枯れの予防対策や植生保護柵の設置・モニタリ

ング調査、後継樹の育成・植栽、外来種の駆除などに取り組んでいる。 

 

②ナラ枯れ対策 （再掲 5ページ参照） 

 

（６）森林施業の促進 （再掲 3ページ参照） 
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Ⅳ 脱炭素社会の構築 
【施策の方向】 

2015 年にパリ協定で合意された「世界全体の平均気温を工業化以前より 1.5 度の上昇に抑える」

ためには、「2050 年までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにすることが必要」とされており、本県

としてもこれに向けて、再生可能エネルギーのさらなる利活用を図るとともに、「奈良の省エネスタイ

ル」の推進・定着を促します。また、森林面積が県土面積の約８割を占める本県の特性を活かし、二酸

化炭素の吸収源となる森林の適切な整備・保全に取り組むことにより、地域産業の活性化を図り、持続

可能な地域づくりを促進します。 

気候変動面では、本県においても、平均気温の上昇やソメイヨシノの開花時期が早まるなど、身近な

ところに影響が現れてきており、今後、自然災害や人々の健康など、将来世代にわたる影響が強く懸念

されていることから、各分野の気候変動の影響による被害を回避・軽減する対策を検討・推進します。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定

の趣旨 
指標項目 

現況値 目標値 

R7（2025） 
小施策 

R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） R6（2024） 

温室効果

ガスの削

減対策の

進捗を評

価する指

標として活

用 

温室効果ガス排

出削減率（%） 

［基準年：H25］ 

26.6 

［H30］ 

31.2 

［R1］ 

31.9 

［R2］ 

36.0 

［R3］ 

26.8 

［R4］ 

45.9 

［R12］ 

温室効

果ガス

の排出

削減 

森林環境教育指

導者養成研修受

講者数（人） 

4,980 5,215 5,421 5,679 5,937 6,400 

ストップ温暖化

推進員の委嘱者

数（人） 

217 205 207 205 246 270 

省エネ・節

電の取組

の進捗を

評価する

指標として

活用 

年間電力使用量

低減率（%） 

［基準年：H26］ 

8.1 7.1 - - - 
3.5%を維持※1 

［R3］ 

県内電力使用量

（千 kWh） 
6,648,269 6,720,226 6,639,443 6,612,558 集計中 

6,197,311※2 

［R6］ 

再生可能

エネルギ

ー導入の

進捗を評

価する指

標として活

用 

再生可能エネル

ギー導入量（kW） 
608,640 640,939 665,851 696,917 712,453 

721,000 

［R6］ 

木質バイオマス

エネルギー利用

量(t) 

50,865 49,787 55,573 55,099 100,043 59,000 

二酸化炭

素吸収源

となる森林

整備の進

捗を評価

する指標と

して活用 

混交林への誘導

整備面積(ha) 

(累計) 

0 45 90 148 227 1,100 
二酸化

炭素吸

収源の

整備 
県民等の募金に

よる植樹の本数

(本) 

10,448 10,516 10,601 10,686 10,781 11,000 

※1 第３次エネルギービジョン目標値（計画期間：R1～R3） 
※2 第４次エネルギービジョン目標値（計画期間：R4～R6） 



20 

【主な事業の進捗概要】 

１．温室効果ガスの排出削減 

１－１ 省エネ・節電等の推進 

（１）「奈良の省エネスタイル」の推進 （脱炭素・水素社会推進課） 

東日本大震災を契機とした電力需給逼迫と紀伊半島大水害での教訓を踏まえ、夏と冬の節電キャン

ペーンの実施や、年間を通じた奈良の節電スタイルの提案等により、県内の電力使用量について、第 1

次エネルギービジョンの目標である「平成 22 年度の電力使用量から 5%削減した状態を平成 27 年

度まで維持すること」を平成 23 年度以降の各年度で達成し、また、平成 28 年度からの第２次エネ

ルギービジョン（平成 27 年度策定）では、「平成 30 年度の電力使用量を平成 26 年度比で 3.5%低

減」の目標を達成、また、令和元年度からの第３次エネルギービジョン（平成３０年度策定）では、「令

和３年度まで電力使用量を平成 26 年度比 3.5%の維持」の目標を達成。さらに、第４次エネルギービ

ジョン（令和３年度）を策定し、令和４年度からは、「令和２年度の県内電力使用量 6,648,269 千

kWh を、令和 6 年度に 6,197,311 千 kWh に低減」を目標とし、「奈良の省エネスタイル」を推進。 

 

（２）奈良県庁ストップ温暖化実行計画の推進 （脱炭素・水素社会推進課） 

平成 28 年 3 月に「奈良県庁ストップ温暖化実行計画（第４次）」を策定し、省エネ・節電、廃棄物

の削減、省資源の推進等に取り組んだ。 

また、県自らが率先して温室効果ガス削減に向けた取組が必要であるとの認識から、令和３年３月

に「奈良県庁ストップ温暖化実行計画（第５次）」を策定。当該計画の計画期間満了にともない、令和

７年度に計画改定を予定。 

 

■第 5 次計画（R3～R7）実績 

 
H25 

（基準年度） 
R4 

削減率（対基準年） 

結果 目標（R7） 

温室効果ガス排出量（kg） 30,371,334 21,391,948※ △29.6% △35% 

※電力に係る CO2排出係数は変動 

 

（３）県内事業所等が取り組む省エネ・節電対策への支援 （脱炭素・水素社会推進課） 

県内に事業所を有する中小企業者や医療・福祉法人が実施する効果的な省エネ設備導入等整備（高

効率の空調・照明設備、断熱性能の高い壁材等）を支援・促進（県補助）。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

県補助件数 

（ ）は累計 

2 

（45） 

1 

（46） 

2 

（48） 

4 

（52） 

3 

（55） 

8 

（63） 

30 

（93） 

71 

（164） 
 

県内事業所に対して、環境省登録の環境カウンセラーを「CO2 削減アドバイザー」として派遣し、

CO2 削減計画の策定等具体的な省エネ・環境対策の取組を支援。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

派遣件数 

（ ）は累計 

5 

（50） 

1 

（51） 

2 

（53） 

1 

（54） 

2 

（56） 

1 

（57） 

4 

（61） 

3 

（64） 
 

地域での自発的な環境保全活動を促進するため、環境アドバイザーを講演会や研修会に派遣。 

 

 

 

 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

派遣回数 3 2 2 1 1 8 11 4 

研修会等受講者
数(人) 

187 107 50 15 10 360 425 141 
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１－２ 再生可能エネルギーの活用 

（１）木質バイオマスエネルギーの導入促進 （脱炭素・水素社会推進課、県産材利用推進課） 

平成 24 年度から、木質バイオマス利用促進のため、木質ペレット製造に係る実証実験（コスト削

減の検討など）やペレットストーブ等の導入補助を実施。また、平成 27 年 12 月には、県内初の木

質バイオマス発電所（大淀町内、発電規模：6,500kW）が稼働し、令和７年４月には、県内３箇所目

となる木質バイオマス発電所（生駒市内、発電規模：9,980kW）が稼働。 

 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ペレットストーブ等

導入補助台数 

（ ）は累計 

11 

（61） 
― ― ― 

3 

（64） 

2 

（66） 

5 

(71) 

4 

(75) 

1 

（76） 

 

 

（２）再生可能エネルギーの導入促進  

①小水力発電施設整備の促進（県補助） （脱炭素・水素社会推進課） 

葛城市水道局による施設整備が平成 29 年 3 月に、また、東吉野小水力発電株式会社による施設整

備が平成 29 年６月に竣工（実施年度：平成 26～28 年度）。 

 

②農村資源（水路・ため池等）活用による再生可能エネルギー導入調査や施設整備の促進（県補助） 

                                                      （農村振興課） 

 H26 H27 H28 H29 H30～R6 

実施団体 

大和平野土地改良区 

（太陽光発電施設） 

大和高原北部土地改

良区 

（小水力発電施設） 

大和平野土地改良区 

（太陽光発電施設） 

五條吉野土地改良区 

（小水力発電施設の導

入検討調査） 

北倭土地改良区 

（太陽光発電施設の導

入検討調査） 

― 

 

③グリーンニューディール基金を活用した施設整備の促進 （脱炭素・水素社会推進課） 

避難所や病院などの防災拠点や水道インフラ等が災害発生時に機能維持できるよう、グリーンニュ

ーディール基金を活用して、市町村等による再生可能エネルギーを使った自立分散型エネルギーシス

テムの導入を促進（実施年度：平成 26～28 年度）。 

【実施主体別 施設数】 

 県有施設 市町村等施設 民間施設 計 

施設数 4 51 0 55 

【導入設備別 施設数等】 

設備の種類 県有施設 
市町村等 

施設 
計 総容量等実績値 

太陽光発電＋蓄電池 2 35 37 
（太陽光）501ｋW 

（蓄電池）636ｋWh 

太陽熱温水器 0 5 5 2,770L 

小水力発電 1 0 1 40ｋW 

ソーラー街路灯 1 23 24 153 基（太陽光発電出力 18ｋW） 

木質バイオマス暖房（給湯）設備 0 17 17 
（ペレットストーブ）18 基 

（ペレットボイラー）1 基 

※施設数は重複あり 
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（３）県施設における再生可能エネルギーを活用した発電施設等の整備 （脱炭素・水素社会推進課） 

令和４年度、環境省の補助金「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づく

り支援事業」を活用し、県有施設における再生可能エネルギー等の導入可能性を調査した。 

その調査結果をもとに、令和５年度は「地域脱炭素・再エネ推進交付金」（重点対策加速化事業）

を活用し、(1)約 100 の県有施設内の照明 LED 化に向けた調査、(2)県有施設（郡山総合庁舎、

奈良県キャリア・ワーク・サクセスセンター）の屋根に設置する太陽光発電設備の基本設計、(3)

県有施設（奈良総合庁舎、郡山総合庁舎）の ZEB 化に向けた基本設計を実施した。令和６年度以

降は上記にかかる設備導入及び省エネ改修工事を予定しており、令和６年度は９施設の照明 LED

化工事を実施した。 

 

＜再エネ導入状況＞ 

 ○太陽光発電施設：県立図書情報館（H17）、御所浄水場（H17）、奈良養護学校（H22）、 

産業振興総合センター（H24）、教育研究所（H25）、 

農業研究開発センター（H28）、郡山・橿原総合庁舎（H29） 

 ○小水力発電施設：広域水道センター（H19）、桜井浄水場（H22）、御所浄水場（H29）  

 （※（ ）は運用開始年度） 

 

（４）家庭・事業所等の自立分散型エネルギーの導入促進 （脱炭素・水素社会推進課） 

平成 26 年度から、スマートハウス普及促進事業として、住宅等での太陽光発電設備の導入と併せ

た蓄電池・V2H・エネファームの設置等を支援（県補助）。 

    H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

県補助件数  

（ ）は累計 

346 

（1,816） 

128 

（1,944） 

297 

（2,241） 

299 

（2,540） 

255 

（2,795） 

231 

（3,026） 

212 

（3,238） 

218 

（3,456） 
※ただし、平成 28 年度から HEMSの設置は対象外 

 

県内の事業所に対しては、平成 26 年度から、「太陽熱利用システム」、「コージェネレーションシス

テム」、「定置型蓄電池」、「V2H」、「太陽光発電設備」の設置を促進（県補助）。 

 

（５）再生可能エネルギーを活用する中小企業向け制度融資の実施 （経営支援課） 

中小企業者等において、再生可能エネルギーを活用した設備や省エネ設備の導入を促進するため、

「チャレンジ資金（脱炭素枠）」（平成 24 年度創設）による制度融資を実施。 

 

１－３ 自動車等の移動発生源対策 

（１）次世代自動車の導入促進 （管財課、脱炭素・水素社会推進課） 

地球温暖化防止対策の一環として、二酸化炭素排出抑制及び化石燃料の消費抑制を図るため、県公

用車を次世代自動車に順次更新しており、令和 7 年１１月現在、警察車両等を除いた６３9 台のうち、

１０7 台の次世代自動車（ハイブリッド車９2 台、プラグインハイブリッド車 6 台、電気自動車 6 台、

燃料電池自動車 3 台）を導入。 

また、県庁正面広場及び橿原総合庁舎に各 1 台、急速充電器を設置（H27.2.2～供用開始）。 

<利用実績> 

無料期間（H27.2.2～H27.5.31）：本庁舎 38 回、橿原総合

庁舎 79 回 

有料化以降（H27.6.1～R7.３.31）：本庁舎 6,375 回、橿原

総合庁舎 3,371 回 

 

 

 

 

 

 

 

急速充電設備（県本庁舎） 
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（２）水素エネルギーの利活用促進 （脱炭素・水素社会推進課） 

県内における燃料電池自動車の普及、水素エネルギー利活用促進並びに他府

県ユーザーの来訪による経済活性化という観点から、第 3 次奈良県エネルギー

ビジョン（H31～R3）において、水素ステーションの配置計画を示すととも

に、「令和 3 年度までに県内初の水素ステーションを設置」という目標を掲げ、

令和 3 年４月に奈良県初の水素ステーションが開所。 

令和 3 年度から水素ステーション及び FCV を活用し、水素エネルギーにつ

いて普及啓発するためのイベントを開催。 

 

（３）交通円滑化対策の推進 

①「ぐるっとバス」の運行 （道路建設課、奈良公園室） 

令和 6 年度までは、奈良中心市街地において、観光地と鉄道駅などを結び、観光周遊を促すことを

目的に「ぐるっとバス」を運行。運行ルートは「大宮通りルート」、「奈良公園ルート」、「若草山麓ルー

ト」の 3 ルート。令和 6 年度は、「大宮通りルート」は毎日（360 日間）、「奈良公園ルート」「若草山

麓ルート」は土日祝日を中心に運行（137 日間、136 日間）。 

令和７年度からは、奈良中心市街地において、観光施設間を結び、公共交通による観光周遊の促進を

目的として「奈良公園ぐるっとバス」を運行。土日祝日を中心に 137 日の運行。 

 

②「パーク&ライド」の実施 （道路建設課） 

奈良中心市街地への自動車の流入を抑制するとともに、周遊観光を促すことを目的として、路線バ

スとの連携等により国道 24 号高架下駐車場等で「パーク＆ライド」を実施。令和６年度は春と秋の

観光シーズンに 21 日間実施。 

 

  

開所した水素ステーション 
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２．二酸化炭素吸収源の整備 

２－１ 健全な森林の整備 （再掲 2～6ページ参照） 

 

２－２ 県産材の需要拡大 

（１）民間における県産材の利用促進 （県産材利用推進課） 

県産材のブランド力強化を図るとともに、ユーザーが安心・信頼できるよう、平成 20 年度から、 

一定の品質基準をクリアした県産材を第 3 者機関が認証する「奈良県地域材認証制度」を創設・運用。

また、県産材の利用拡大を図るため、奈良県産 JAS 材、奈良県地域認証材又は県産材を使用して、住

宅の新築・増改築又はリフォームを行う施主、及び分譲住宅の新築を行う事業者に対し補助を実施。 

    H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

JAS材住宅の助成件数 - - - - - - - 3 

地域認証材住宅の助成件数 

（ ）は累計 

89 

（483） 

87 

（570） 

89 

（659） 

93 

（752） 

92 

（844） 

93 

(937) 

108 

（1,045） 

155 

（1,200） 

県産材住宅の助成件数 

（ ）は累計 

137 

（709） 

137 

（846） 

139 

（985） 

123 

（1,108） 

130 

（1,238） 

134 

(1,372) 

100 

（1,472） 

64 

（1,536） 

         

製材用・合板用素材の年間生産

量（千m3） 
129 116 112 92 

87 

（製材用

のみ） 

103 78 77 

 

（２）公共建築物・公共工事への県産材利用の推進 （県産材利用推進課） 

「奈良県の建築物における県産材利用促進方針」（令和６年度策定）に基づき、県・市町村等施設の

木造・木質化を促進。 

 

■県有施設の木造・木質化の事例 

 ・県庁玄関ホール（平成 25 年度竣工） 

 ・橿原総合庁舎（平成 26 年度竣工） 

 ・なら食と農の魅力創造国際大学校安倍校舎（平成 27 年度） 

 ・農業研究開発センター（本館・交流サロン棟）（平成 28 年度） 

 ・平城宮跡歴史公園朱雀門ひろば（県営公園区域）（平成 29 年度） 

 ・奈良公園バスターミナル（平成 30 年度） 

 ・奈良県コンベンションセンター（令和元年度） 

 ・県営住宅桜井団地（第１期）（令和２年度） 

・筒井二階堂線道路休憩施設（令和３年度） 

・宇陀高校（大宇陀学舎）新管理特別普通教室棟（令和４年度） 

・奈良県立医科大学新キャンパス 実習・研究棟、講堂・図書館 

・道の駅クロスウェイなかまち 等 

計 47 施設にて、木造・木質化を実施 

 

 

 

 

 

 

 
県庁玄関ホール 奈良県コンベンションセンター 

天平広場 
道の駅クロスウェイなかまち 
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３．気候変動への適応 

３－１ 県内における気候変動影響への適応 

［１ 農業・林業・水産業分野］ 

農業については、気温上昇等により、農作物の品質低下、生育不良や暑熱による家畜の増体量の低下

や斃死など様々な面に影響が出てきており、今後、病害虫の被害、動物感染症の拡大や極端現象（多雨

や渇水）の増大等により農業生産基盤への影響も予測されている。また林業については、大雨・台風の

影響による林地崩壊が発生しており、今後は、森林病害虫の被害も懸念されている。内水面漁業・養殖

業については、全国的にも影響が顕在化しておらず、今後も情報収集を行う。 

 

（１）新たな森林環境管理の推進 （再掲 2～6ページ参照） 

 

（２）農業施設等の整備 

①ため池治水利用施設の整備、水田貯留施設の整備 （再掲 11ページ参照） 

 

（３）公設試験研究機関等による研究開発の促進 

内容 事業期間 所属 

穀類の奨励品種決定調査、イチゴ・ダリア・カキ・ブドウ・茶等の特性調査 ― 

農業研究開発 
センター 

大和高原および大和寒熟ほうれん草に適した品種の検索 H29 

計画出荷に不可欠な 8 月盆用小ギクの開花予測技術の開発 H31～R5 

盛夏期における夏秋トマトの安定生産技術の開発 H31～R5 

需要期に安定して開花する小ギク新品種の育成 H31～ 

温暖化に対抗する施設野菜の生産安定 R6～ 

温暖化に適応した果樹新規品目の栽培適性調査 R6～ 

水稲における地球温暖化対応技術の検討 R7～ 

気象変動に対応したカキ及びウメの生産安定化技術の検討 R7～ 

 

 

 

 

 

 

（４）病害虫防除対策 

①病害虫防除指導、病害虫の発生予察法や防除技術の開発 （病害虫防除所） 

県内の主要産地を中心に、月１～２回巡回し、病害虫の発生状況を調査し、地域における病害虫の発

生動向を把握。農業研究開発センター内で、作物を栽培し、その年の病害虫の発生時期・発生量を調

査。調査したデータをもとに、気象予報等から、県内の主要作物の病害虫の発生予測を予察情報として

関係機関に月１回提供し、必要に応じて注意報、警報、特殊報を発表。また、ホームページ（随時）で

時期別の注意が必要な病害虫と防除やその発生生態について情報を提供（果樹カメムシ情報は携帯メ

ール配信も実施）。 

②ナラ枯れ対策など森林病害虫防除の実施 （再掲 5ページ参照） 

奈良県が育成した気象変動に左右されない 

小ギク品種 「春日Ｙ２」（流通名：春日の星） 

裂莢しにくいダイズ 

「サチユタカ A1 号」 

奈良県の気候に適した水稲奨励品種の調査 
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［２ 水環境・水資源分野］ 

河川では降水量増加による濁度の上昇や、湖沼・ダム湖では水温上昇に伴う溶存酸素の低下及び水

質悪化が懸念されている。また近年、渇水被害は発生していないが、今後、無降水日数の増加による渇

水の頻発化が予測されている。 

 

（１）環境用水の導入検討・促進 （再掲 12ページ参照） 

 

 

［３ 自然生態系分野］ 

県内の山岳地で積雪量の減少などによるニホンジカの活動域の拡大等に伴い食害の増加が見られ、

また県内各地でサクラの開花時期の早期化など生物季節の変化や南方系の昆虫の分布拡大・外来種の

定着などを確認。また今後、動植物種の分布・生息域の変化や外来種の侵入・定着率の変化などが懸念

されている。 

 

（１）野生動植物の保護と管理、地域特性に応じた生物多様性の保全 （47～50ページ参照） 

 

 

［４ 自然災害分野］ 

河川・山地について、平成 23（2011）年に発生した紀伊半島大水害をはじめ、台風や豪雨による

水害及び土砂災害が発生しており、今後、豪雨等水害による土砂災害の増加などさらなる気候変動の

影響の増大が懸念されている。 

 

（１）水害対策 

①ため池治水利用施設の整備、水田貯留施設の整備 （再掲 11ページ参照） 

 

②奈良県平成緊急内水対策事業等による雨水貯留浸透施設の整備 （再掲 12ページ参照） 

 

（２）土砂災害対策 

①土砂災害防止に係る普及啓発の実施 （砂防・災害対策課） 

土砂災害の防止や被害の軽減に関して、県民の理解と関心を深め、防災知識の普及や警戒避難体制

の整備の促進等を図るため、以下の取組を実施。 

・県内小・中学校における土砂災害防止に関する出前講座の実施 

・土砂災害防止月間に係る啓発（土砂災害パネル展等）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新たな森林環境管理の推進 （再掲 2～6ページ参照） 

 

 

 

土砂災害防止に関する出前講座 

土砂災害からの 

身の守り方を学ぶ VR体験 土砂災害防止ポスター 
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［５ 健康分野］ 

暑熱については、熱中症救急搬送者数が増加傾向にあり、今後もさらに増加すると予測されている。

また感染症については、県内においてデング熱の国内感染事例はないが、デング熱等の感染症を媒介

する蚊の生息域が拡大している。 

 

（１）暑熱対策 

①熱中症予防対策等の周知・啓発 （防災統括室、消防救急課、健康推進課 他） 

熱中症を発症しやすい時期を迎える前に、県では関係課室等による熱中症対策庁内連絡会議を開催

し、県民へ熱中症に対する注意の呼びかけなど、下記のような熱中症予防対策を実施。 

・県ホームページ等での周知・啓発 

・熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラート発表時における注意喚起 

・関係先（市町村、学校、関係団体・施設等）に文書等で熱中症予防について周知 

・各種広報媒体での周知、啓発 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［６ 産業・経済活動分野］ 

エネルギー需給については、気温上昇により夏季の電力需要の増大、また観光業については、積雪量

の減少によりスキー場がオープンできないなど、気候変動の影響が出始めている。今後、広範囲にわた

り産業・経済活動への影響が懸念されるが、一方でビジネスチャンスと捉える事例もあり、引き続き調

査研究が必要。 

 

（１）「奈良の省エネスタイル」の推進 （再掲 20ページ参照） 

 

（２）家庭・事業所等の自立分散型エネルギーの導入促進 （再掲 22ページ参照） 

 

（３）再生可能エネルギーを活用する中小企業向け制度融資の実施 （再掲 22ページ参照） 

 

 

３－２ 適応の推進体制の構築 

（１）地域気候変動適応センターの設置検討 （脱炭素・水素社会推進課） 

各分野を所管する庁内各部局等と連携・協働するとともに、気候変動適応に関する情報の収集、整

理、分析及び情報提供並びに技術的助言を行う拠点となる奈良県気候変動適応センターを令和７年１

月に設置。 

 

 

 

熱中症による救急搬送状況（報道資料） 熱中症予防に関するチラシ・ポスター等 
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Ⅴ 循環型社会の構築 
【施策の方向】 

「ものを大切にする」意識をさらに醸成しながら、廃棄物対策の取組を通して、天然資源の消費が

抑制され、環境への負荷が低減される循環型社会の構築を目指します。また、ごみを減らすことは、

地域の生活環境だけでなく、景観や地球温暖化対策、生物多様性の保全など様々な環境課題に貢献で

きるものであり、「きれいに暮らす奈良県スタイル」構築のベースとなることから、県民一人ひとり

が日々の暮らしの中で、資源やエネルギーを大切にする「環境に配慮したライフスタイル」の促進を

図ります。 

重点的な取組として、県と市町村が連携して推進してきた奈良モデルによる「ごみ処理の広域化」

のほか、食品ロス削減への対応やプラスチックごみの削減を図ります。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定

の趣旨 
指標項目 

現況値 目標値 

R7 

（2025） 

小施策 

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

ごみの減

量化を評

価する指

標 と し て

活用 

ごみの

排出量 

一人１日あ

たりのごみ

の 排 出 量

（一廃） 

（g／人・日） 

883 883 861 841 R8.4公表 
821※1 

［R9］ 

廃棄物

の排出

抑制の

促進 

産業廃棄物

排出量 

（千 t） 

1,433 － － － － 
1,433※1 

［R9］ 

認知度 

食品ロス問

題をよく知っ

ている人の

割合（%） 

36 54.1 42.2 47.7 54.9 
90※2 

［R6］ 

リサイ

クル率

（%） 

一般廃棄物 15.8 15.8 15.7 15.7 R8.4公表 
19.3※1 

［R9］ 
廃棄物

の循環

的利用

の促進 

産業廃棄物 41.7 － － － － 
44.8※1 

［R9］ 

一般廃棄

物処理の

広域化を

評価する

指標 と し

て活用 

一般廃棄物処理施設数 19 18 18 18 18 
14 

［R12］ 

県・市町

村 の 連

携・協働

（奈良モ

デル）に

よる施策

推進 

※1 この目標値は、令和９（2027）年度に策定する県廃棄物処理計画により見直す予定です。 

※2 この目標値は、令和７（2025）年度に策定する県食品ロス削減推進計画により見直す予定です。 
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【主な事業の進捗概要】 

１．廃棄物の排出抑制の促進 

１－１ 「ごみゼロ生活」の推進 

（１）環境にやさしいお買物キャンペーン （水・大気環境課） 

奈良県環境県民フォーラム（令和６年度末現在：構成 2７団体）が、県内各地域の環境団体と連携し

て、平成 17 年度から毎年、3Ｒ推進月間（10 月）に大型店舗等でキャンペーンを実施。令和６年度

は、マイバック持参の啓発活動に加え、環境に配慮した商品に表示された認証マークの認知度につい

てのアンケートを実施。 

 

（２）市町村の取組事例（令和６年度） （廃棄物対策課） 

○資源ごみの集団回収を自主的に行う団体への助成金交付（26 市町村） 

○生ごみ処理容器設置費の補助（23 市町村） 

○生ごみの堆肥化（4 市町） 

○廃食用油の回収による石鹸・バイオ燃料化等（18 市町村） 

○剪定枝・草木等の堆肥化（5 市町） 

○剪定枝・草木等の薪・チップ・ペレット化等（11 市町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１－２ 食品ロス削減への対応 

（１）消費者、事業者等への啓発及び未利用食品の活用推進 （豊かな食と農の振興課） 

奈良県食品ロス削減啓発イベントを開催。食品ロス削減啓発リーフレットの作成、飲食店等と連携

した店舗でのポスター・POP 掲示による食品ロス削減の啓発を実施。 

令和２年度からフードバンク活動を行う団体へ、活動の体制づくりや食品の受入・譲渡の拡充にか

かる経費を補助。また、「奈良県食品ロス削減推進計画（令和３年３月策定）」に基づき取組を実施し、

さらなる食品ロス削減に向けた取組を促進。令和４年度からは農産物のロス削減に向けて市場に流通

しない規格外等の農産物について活用を図るため、農産物直売所を介したこども食堂等への農産物の

提供を実施。 

 

 

 

 啓発リーフレット こども食堂への農産物提供 食品ロス削減啓発ポスター・POP 

※事業系一般廃棄物を除く 
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１－３ 技術・研究開発の促進（排出抑制・減量化） 

（１）公設試験研究機関による研究開発の促進 

内 容 事業期間 所属 

河川プラスチックごみの排出実態把握と排出抑制対策に資する研究 

（国との共同研究） 
R3～R5 

景観・環境 

総合センター 

無潤滑加工を目指した切削工具用 DLC膜の開発 H18～H19 

産業振興 

総合センター 

生分解性プラスチックの耐久性及び成型加工性向上に関する研究 H19～H20 

金属材料を減量化するための薄板の超音波加振成形技術の開発 H25～H26 

皮革の低環境負荷加工技術の開発 H30～ 

生薬の医薬品以外の部位を食品に利用するための加工技術の開発 H30～ 

 

１－４ 事業者の自主的取組の促進 

（１）多量排出事業者による減量化計画策定・実施の促進 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を排出する事業者※に、産業廃棄物処理計画及び実施状況を県に

報告することを求め、これらを公表することにより、廃棄物の排出抑制等の自主的な取組を促進。 

令和 6 年度： 計画書提出 424 社 実施状況報告書提出 422 社 

（※ 500 トン／年以上の排出事業者、資本金 4,000 万円以上の建設業者、50 トン／年以上の特別管理産業

廃棄物の排出事業者、許可病床数 150 床以上の事業者） 

 

（２）環境カウンセラーの派遣 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

産業廃棄物の排出抑制等に取り組む事業者に環境カウンセラー（環境省登録）を派遣・支援。平成

16 年度から令和 6 年度末までに県内 119 事業者に派遣。 

 

（３）県庁舎における環境マネジメントシステムの推進 （水・大気環境課、脱炭素・水素社会推進課） 

平成 26 年度から、ISO14001 認証に替えて、県独自の環境マネジメントシステムを導入し、庁内

の事業・オフィス活動の管理（奈良県庁ストップ温暖化実行計画（第４次：H28～R2、第５次：R3

～R7）の進捗管理、法的要求事項の遵守等）及び環境施策の進捗管理を実施。 

奈良県庁ストップ温暖化実行計画による廃棄物の発生量については、令和５年度で平成 25 年度と

比較して 19.8%減（対前年度比 9%増）。 

 

 

１－５ ごみの排出抑制のための経済的手法の導入促進 

（１）ごみ処理有料化の促進 （廃棄物対策課） 

 

家庭系可燃ごみ処理有料化状況 
（令和５年度） 

64.1%

35.9%

76.9%

23.1%

全国 

奈良県 

無料 9 

市町村数 
39 

有料 30 

市町村数 
1,741 

無料 625 

有料 1,116 
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２．廃棄物の循環的利用の促進  

２－１ 各種リユース（再使用）・リサイクル（再生利用）の促進 

（１）県と市町村の連携・協働（奈良モデル）による廃棄物の減量化・再生利用の推進 （廃棄物対策課） 

※産業廃棄物税事業 

循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」の一つとして、平成 27 年度から、3R（リデュース・

リユース・リサイクル）の個別具体的な事業推進を図るため、市町村職員を対象に専門研修や担当者ワ

ーキング等を実施。 

 

（２）使用済小型家電リサイクルの促進 （廃棄物対策課） 

使用済小型家電リサイクルを促進するための国の実証事業（H25～27）の成果等を活用して、令和

６年度末時点で 33 市町村（11 市 13 町 8 村）が使用済小型家電の分別回収を実施。 

 

（３）奈良県リサイクル認定製品の普及拡大 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

リサイクル製品の普及、リサイクル産業の育成を促進するため、県によるリサイクル製品の認定制

度を平成 15 年度からスタートさせ、令和６年度末で、１５７品目（土木資材等１４３、木製品等 2、

肥料等２、その他 10）を認定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 廃棄物系バイオマスの有効利用の促進 

（１）県・市町村等の処理施設における取組（例） （廃棄物対策課等） 

○ごみ焼却施設の熱回収による発電 

（大和郡山市、橿原市、桜井市、やまと広域環境衛生事務組合、山辺・県北西部広域環境衛生組合） 

○ごみ焼却施設の熱回収による温水利用（奈良市 他８施設） 

○し尿処理施設のメタンガス利用（奈良市、生駒市） 

○下水処理過程で発生するメタンガス利用（汚泥焼却炉等の燃料）（県浄化センター） 

○下水汚泥をセメント原材料として再資源化（県第二浄化センター） 

リーフレット（令和６年度） 

（品目） 

26
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（２）畜産堆肥の生産・流通促進 （畜産課） 

畜産環境アドバイザー、堆肥コーディネーターを養成し、畜産農家を対象に、家畜排せつ物の適正管

理、良質な堆肥生産技術、流通促進を指導。平成 27 年度は、特殊肥料届出の指導及び堆肥生産情報の

リニューアルを行い、堆肥製造者と利用希望者とのマッチングを推進。平成 28 年度は耕畜連携強化

に向け現状把握のため畜産農家にヒアリング調査を実施。平成 29 年度には、畜産・耕種農家の関係

団体及び県関係機関からなる「奈良県耕畜連携クラスター協議会」を設立し、良質堆肥の生産・適正施

用を指導する体制を整備するため、堆肥・土壌分析装置の導入を支援（県補助）。平成３０年度からは、

現地調査による堆肥の効果検証、堆肥散布作業の省力化、各種講習会で堆肥利用の PR などに取り組

み、耕畜のマッチングを推進し堆肥利用を促進。令和 5 年 2 月より「奈良県耕畜連携推進モデル会議」

を立ち上げ、畜産堆肥利用を見込める稲 WCS の作付および需要拡大を目的に活動。 

 

（３）稲わらの有効活用による資源循環型畜産の推進 （畜産課） ※産業廃棄物税事業 

稲わらを家畜飼料として有効活用するとともに、畜産堆肥（家畜排せつ物）の利用促進を図るため、

平成 27 年度からの 3 ヶ年において、稲わら収集及び堆肥散布を実施する作業受託組織（コントラク

ター）の立ち上げや、その活動を強化させるために必要となる機械の導入や施設の整備を支援（県補

助）。以降、稲わら収集が円滑に行われるように、指導・支援。 

 

 

２－３ 技術・研究開発の促進（再生利用） 

（１）排出事業者の研究開発、設備導入への支援 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

県内の事業者が行う産業廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理の研究開発及び設備導入に係る経

費の一部を補助（研究開発は平成 17 年度、設備導入は平成 22 年度から）。研究開発では、令和６年

度末までに県内 26 企業に支援し、設備導入では、令和６年度末までに 1５企業に支援。（県補助） 
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（２）公設試験研究機関等による研究開発の促進 

内容 事業期間 所属 

県浄水場より発生する汚泥を原材料とした水処理剤の開発 H24 
景観・環境 
総合センター 

廃ガラスから多孔体浄化機能剤の開発 H18 薬事研究センター 

吉野葛のでんぷん製造工程より廃棄される葛の根を用いた繊維の開発 H18～H19 

産業振興 
総合センター 

こんにゃく飛粉を用いたグルコマンナン繊維の開発 H18～H19 

セルロース系バイオマスを用いたバイオリファイナリー技術の開発 H20～H22 

循環型社会形成に向けた高機能プラスチックの開発 H23～H25 

廃棄果実、古紙からエタノールやオリゴ糖を生産する技術の開発 H24～H26 

容器リサイクル再生樹脂の高度利用について H26～H29 

環境に配慮したプラスチックの機能性向上に関する研究 H30～ 

微生物の高度利用による機能性素材の開発 H30～ 

廃棄セラミックスの利活用に関する研究 H17 

農業研究 
開発センター 

農産加工廃棄物を活用した県内循環型リサイクルシステムの構築支援 H18 

浄水沈泥（加圧脱水ケーキ）の水稲育苗用の利用技術に関する研究 H18～H21 

食品加工廃棄物を利用した有機質肥料の開発 H19 

樹皮のイチゴ高設栽培培地としての活用技術の開発と現地実証 H20～H21 

食品廃棄物由来の肥料を用いたﾘｻｲｸﾙ型野菜栽培技術の確立、実用化 H22～H23 

成分調整ペレット堆肥製造システムの開発と茶栽培への利用促進 H22～H23 

成分調整ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥製造時の窒素、水分等成分ﾘｱﾙﾀｲﾑ推定技術の実用化 H24～H25 

食品加工廃棄物利用による耕作放棄地の早期再生技術の開発 H25 

食品残渣等の未利用資源の特性把握 R6～ 

食品残渣の家畜飼料化の実証 H24～H25 
畜産技術センター 

河川敷における刈草を活用した飼料自給率向上事業 H26～H27 

製材工場等から排出される樹皮からのセラミック炭の開発 H18 

森林技術センター 

解体木材の木質バイオマスとしての再利用技術開発 H19 

耐久性を付与したチップの製品開発 H20～H21 

竹材を主成分とするバイオマスプラスチックの開発 H22～H24 

林地残材を利用するための基礎的研究 H25 
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３．廃棄物の適正処理の推進 

３－１ 排出事業者責任の徹底 

（１）建物解体工事等の適正実施の指導・啓発等の強化（分別解体、アスベスト処理、再資源化等） 

（技術管理課、水・大気環境課、廃棄物対策課、景観・環境総合センター） ※産業廃棄物税事業 

建設リサイクル法に基づく解体工事の届出（延床面積 80 ㎡以上）のあった工事のうち、年間約

1,500 件について、分別解体及び廃棄物の再資源化・適正処理を確保するため、平成 26 年度から、

関係法令を所管する県土マネジメント部と環境森林部が役割分担と連携スキームを明確にして共管に

よる監視パトロールを実施。 

 

（２）産業廃棄物管理責任者研修の実施 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

県内の産業廃棄物排出事業者を対象に、平成 16 年度から、廃棄物の適正処理を確保するための専

門研修を実施。令和６年度の受講者は 142 名。（令和６年度までの受講者：2,594 名） 

 

（３）建設系廃棄物の適正処理に関する研修等の実施 

（技術管理課、連携：水・大気環境課・廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

平成 20 年度から、建物解体工事の分別解体や建設工事で発生する廃棄物の再資源化、適正処理を

確保するため、関係団体（（一社）奈良県建設業協会、（一社）奈良県解体工事業協会）と連携して、講

習会を開催（年２回）。令和６年度の受講者数は 132 名。 

 

 

３－２ 優良処理業者の育成 

（１）優良産業廃棄物処理業者認定制度の普及促進 （廃棄物対策課） 

平成 23 年度から､優良産業廃棄物処理業者認定制度により、通常の許可基準よりも厳しい基準をク

リアした産業廃棄物処理業者を優良業者として認定。 

 

 

 

（２）優良産業廃棄物処理業者育成研修の実施 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

県内の産業廃棄物処理業者を対象に、平成 16 年度から、法制度や技術的観点から専門研修を実施。 

令和６年度の受講者は 111 名。（令和６年度までの受講者：2,017 名） 
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３－３ 産業廃棄物処理施設周辺の環境保全 

（１）市町村が実施する地域環境対策への支援 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

市町村が実施する産業廃棄物最終処分場周辺の環境調査や不法投棄防止対策等の支援（県補助）。 

【令和６年度 実施市町村】 

○最終処分場周辺環境調査（水質、臭気）3 市町 ○最終処分場周辺環境整備（道路補修等）４市 

○不法投棄防止対策（看板、監視カメラ等）８市町村 ○地域活動支援（環境イベント等）５市町村 

 

（２）監視パトロールの実施 

（水・大気環境課、廃棄物対策課、景観・自然環境課、景観・環境総合センター） ※産業廃棄物税事業 

県景観・環境総合センター職員が産業廃棄物処理施設等の監視パトロールを平日・毎日実施すると

ともに、土日祝日・早朝夜間の監視パトロールを民間業者に委託して実施。 

 

（３）一般社団法人奈良県産業廃棄物協会による指導啓発 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

一般社団法人奈良県産業廃棄物協会が産業廃棄物処理業者に対して、法制等の周知・指導、及び施設

への立入指導（約 20 業者／年）を実施（県補助）。 

 

 

３－４ 有害廃棄物の適正処理の推進 

（１）ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査及び計画的処理の推進 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

PCB 汚染廃電気機器（変圧器、コンデンサー等）は、PCB 特別措置法に基づき国が定めた※処理期

限までに適正処分することとなっている。県は、ホームページやリーフレット等による周知を図ると

ともに、期限内の適正処理を促進するため、平成 26 年度から関係事業所に対する調査を実施してい

る。平成 30 年度には、高濃度 PCB 廃棄物アンケート送付により、安定器を対象とした掘り起こし調

査を実施した。 

高濃度 PCB 廃棄物については、処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社での受付が令和７

年８月 29 日で終了している。県に届出された高濃度 PCB 廃棄物は全て受付が完了しており、令和８

年度内に処分完了予定。 

また、県に届出された低濃度 PCB 廃棄物については、環境省の「低濃度 PCB 廃棄物処理支援事業」

の活用を案内するなど、期限内の適正処理を推進している。 

 

（２）微量ＰＣＢ汚染廃電気機器の適正処理の促進 （廃棄物対策課） 

絶縁油の再生過程や機器のメンテナンス時に微量の PCB が混入した疑いのある「微量 PCB 汚染廃

電気機器等」は、機器の廃棄時等に分析検査を行い、PCB が 0.5mg/kg を超えて検出されれば、届出

のうえ適正に処分又は保管するように指導している。平成 21 年度から平成 23 年度の 3 カ年で、こ

の分析検査費用を補助（補助台数 562 台のうち 141 台が PCB 廃棄物であることが判明）。平成 24

年度以降も、微量 PCB 汚染の疑いのある廃電気機器については、事業者等に分析検査（自己負担）の

実施を促し、適正保管・処理を指導している。 
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３－５ ごみ処理施設の安定的確保 

（１）最終埋立処分場 （廃棄物対策課） 
 

埋立容量 

（能力） 
埋立済量 残存容量 

一般廃棄物処理施設 

（※民間除く） 

奈良県 

(R５年度末) 
210 万㎥ 

148 万㎥ 

（70％） 

62 万㎥ 

（30％） 

全国 

(R５年度末) 
471 百万㎥ 

374 百万㎥ 

（79％） 

97 百万㎥ 

（21％） 

産業廃棄物処理施設 

奈良県 

(R５年度末) 
368 万㎥ 

153 万㎥ 

（42％） 

215 万㎥ 

（58％） 

全国 

(R４年度末） 
855 百万㎥ 

674 百万㎥ 

（79％） 

181 百万㎥ 

（21％） 

※奈良県の年間埋立容量(※覆土含む) ：一廃(R５年度)：11 千㎥／年、産廃(R５年度)：91 千㎥／年 

 

（２）大阪湾フェニックス計画の推進 （廃棄物対策課） 

大阪湾圏域広域処理場整備基本計画（大阪湾フェニックス計画）では、埋立期間は平成元年度から約

44 か年とされている。 

 

 

 

（３）市町村等による処理施設の計画的整備（ごみ焼却施設、し尿処理施設） （廃棄物対策課） 

 建替（新設含む） 大規模修繕 

ごみ焼却施設 

計画 奈良市 ― 

着工 ― 桜井市 

竣工 

葛城市（H29.3） 

やまと広域環境衛生事務組合（H29.6） 

さくら広域環境衛生組合（R5.10） 

香芝・王寺環境施設組合（R6.8） 

山辺・県北西部広域環境衛生組合（R7.4） 

大和郡山市（H30.3） 

生駒市（R7.2） 

し尿処理施設 

計画 ― 奈良市 

着工 ― ― 

竣工 ― 

大和郡山市（H29.3） 

宇陀衛生一部事務組合

（R6.3） 
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令和７年 12月末現在 

大阪湾フェニックスセンター 

（大阪沖埋立処分場） 
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４．廃棄物の不法投棄・不適正処理の撲滅 

４－１ 県民総監視ネットワークの推進 

（１）地域環境保全推進員による活動促進 （廃棄物対策課） 

廃棄物の不法投棄等を防止するための「地域の見張り番」として、各市町村に、地域環境保全推進員

を委嘱（知事委嘱）。令和６年度は 83 名。主な活動は、廃棄物の不法投棄等に関する情報収集・報告、

地域での巡回監視など。  

 

年 度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

件 数 70 88 71 70 49 64 

 

（２）「不法投棄見張り番」協力団体等との連携 （廃棄物対策課） 

県内の民間団体及びその会員事業所等に「不法投棄見張り番」として協力を得るため、県は、平成

20 年度に 10 団体と「廃棄物の不法投棄等の情報提供に関する協定書」を締結。 

※１０団体：（一社）奈良県産業廃棄物協会、奈良県一般廃棄物事業協同組合、（一社）奈良県建設業協会、 

        （一社）奈良県解体工事業協会、（公社）奈良県トラック協会、（一社）奈良県タクシー協会、奈良県農業協同組合、 

        奈良県森林組合連合会、（一社）奈良県銀行協会、（公社）日本新聞販売協会奈良県支部 

 

（３）不法投棄ホットラインの運営 （廃棄物対策課、景観・環境総合センター） 

不法投棄や野外焼却等の情報提供を県民から得やすくするため、平成 20 年度から、フリーアクセ

スの不法投棄ホットライン（0120-999-381「こちら きゅうきゅう さんぱい」）を県景観・環境

総合センターに設置・運営。 

 

年 度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

件 数 117 150 102 74 91 77 

 

年 度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

不法投棄 80 50 45 42 57 47 

不法焼却 31 47 23 14 14 10 

 

 

（４）警察との連携によるスカイパトロール、路上調査の実施 

（廃棄物対策課、景観・環境総合センター） ※産業廃棄物税事業 

産業廃棄物等の不適正処理や不法投棄、野焼き等を監視するため、 

県警ヘリコプターによる上空からのパトロールを実施（年 12 回）。 

また、産業廃棄物の適正処理を促進するため、収集運搬車両を対象 

とした路上調査を関連自治体と合同実施。 

 

 

４－２ プラスチックごみの削減 

（１）県内の河川から海にプラスチックごみを流さない取組の強化 （廃棄物対策課） 

 プラスチックごみ発生抑制及び河川へ流出抑制の意識啓発のため、プラス

チックごみの組成調査を実施し、啓発パンフレットを作成（令和２年度）。令

和６年度は、ショッピングモール等での啓発イベントを開催。  

【地域環境保全推進員から県への通報件数】 

【廃棄物の不適正処理に関する通報件数】 

 【不法投棄・不法焼却の発生件数】      

奈良県警察ヘリコプター「あすか」 

※県景観・環境総合センターによる認知件数（産業廃棄物） 

啓発パンフレット 
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４－３ 使用済家電等の不適正処理対策の推進 

（１）奈良県使用済家電等対策連絡会による対策推進 （廃棄物対策課）※産業廃棄物税事業 

廃棄物の不法投棄や使用済家電等の不適正処理に係る対策の検討・強化を図るため、平成 24 年 7

月に県と全市町村参加による「奈良県使用済家電等対策連絡会」を設置。立入検査マニュアルを作成・

共有し、毎年度、国・県・市町村の合同チームによる県内一斉の立入指導を実施している。 

立入指導事業所：令和６年度立入なし、令和５年度１事業所、令和４年度３事業所、令和３年４事業所、 

令和２年度 10 事業所、令和元年度７事業所、平成 30 年度 16事業所、平成 29 年度８事業所 

 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

エアコン 

テレビ 

冷蔵庫・冷凍庫 

洗濯機・乾燥機 

9 

408 

168 

38 

4 

395 

156 

31 

5 

391 

139 

33 

5 

268 

132 

53 

8 

248 

128 

70 

12 

244 

137 

109 

9 

207 

125 

57 

4 

265 

167 

64 

10 

220 

115 

56 

4 

168 

101 

52 

2 

110 

68 

20 

計 623 586 568 458 454 502 398 500 401 325 200 

 

 

４－４ 不法投棄等の撲滅に向けた啓発の推進 

（１）「不法投棄ゼロ作戦」推進キャンペーン （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

【令和７年度】 

○強化週間：令和７年 11 月３日（月）から 11 月９日（日） 

○内容：啓発ポスター優秀作品の表彰、啓発広告の掲載、 

特別パトロールの実施 

 ○実施主体：奈良県不法投棄ゼロ作戦推進キャンペーン実行委員会 

 

「不法投棄ゼロ作戦」推進大会 

※平成 17～29 年度まで毎年開催（平成 23 年度中止） 

 

 

（２）環境パトロール・「環境の日」イベント （廃棄物対策課、水・大気環境課） ※産業廃棄物税事業 

環境月間（6 月）の啓発事業として、県・県警・市町村・関係団体等が 

協働で、県内各地の環境パトロール、及び「環境の日」イベント（高の原 

イオン）を実施。毎年、約 200 名参加。 

 

 

 

 

（３）一般社団法人奈良県産業廃棄物協会による不法投棄物の一斉撤去 

（廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

毎年 3 月に、一般社団法人奈良県産業廃棄物協会が市町村と連携して、不法投棄物の一斉撤去を実

施（県補助）。 

 

（４）メディア広報 （廃棄物対策課） ※産業廃棄物税事業 

環境月間（6 月）、不法投棄撲滅強化月間（11 月）、不法投棄物一斉撤去の時期（3 月）を重点広報

期間とし、テレビ CM の放送及び新聞広告の掲載により不法投棄撲滅の啓発を行っている。 

 【使用済家電製品の不法投棄の発生台数（県内）】 

出典）環境省「廃家電の不法投棄等の状況について」 

環境パトロール・「環境の日」 

イベント出発式（R7.6） 

不法投棄ゼロ作戦啓発ポスター（令和７年度） 
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（５）関連イベント 

①クリーンアップならキャンペーン （水・大気環境課） 

【令和７年度】※昭和 57 年度から毎年度開催 

○開催日：令和７年１０月２６日（日） 

○開催場所：県内に１６コース（清掃活動）と落書消去 1 箇所 

○参加人数：約７千人 

 ○実施主体：親切・美化奈良県民運動推進協議会､ 

「小さな親切」運動奈良県本部､ 

        なら落書き防止活動ネットワーク、 

       奈良県 

 

②大和川一斉清掃 （再掲 10ページ参照） 

 

③川の清掃デー （再掲 10ページ参照） 

 

④吉野川マナーアップキャンペーン （再掲 10ページ参照） 

 

⑤「吉野川を守る会」河川愛護キャンペーン （再掲 10ページ参照）  

クリーンアップならキャンペーン出発式

（R1.9） 
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５．災害廃棄物処理対策の推進 （廃棄物対策課） 

県は、平成 21 年 8 月に、関係団体（一般社団法人奈良県産業廃棄物協会、奈良県一般廃棄物事業

協同組合、一般社団法人奈良県解体工事業協会※1、一般社団法人奈良県建設業協会）と「地震等大規模

災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書」及び「地震等大規模災害時における解体撤

去等の協力に関する協定書」を締結。 

また、紀伊半島大水害を教訓に、県・市町村長サミット「奈良モデル検討会」において、災害時の廃

棄物処理に係る広域的な相互支援について検討され、平成 24 年 8 月に、県と県内全市町村及び関係

一部事務組合により「災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定書」が締結された。 

その後、平成 27 年度に策定した「奈良県災害廃棄物処理計画」に基づき、県・市町村等の広域的な

相互支援体制の整備等を促進、市町村計画の策定促進等を目的とした「奈良県災害廃棄物対策連絡会

（県・市町村担当部課長会議）」を設置（平成 28 年 6 月）。また、平成 29 年度には、「災害廃棄物対

策本部」を新たに地域防災計画に位置づけるとともに、大規模災害発生時に被災市町村を緊急的に支

援するため、「奈良県災害廃棄物処理緊急支援要員」（県職員対象）を任命するなど、大規模災害に備え

た体制整備を進めている。 

また、体制をより実効的なものにするため、平成 28 年度から災害廃棄物処理に特化した県・市町

村合同による教育・訓練（基礎研修、ワークショップ、図上演習※2）を継続的に実施している。 
※1 一般社団法人奈良県解体工事業協会との協定については、「被災した建築物等の解体・撤去等」を定めた現協定に、新たに「災害発生直

後の 72 時間を目途とした被災者を救出するために行う建築物等の解体・撤去等」の項目を追加、統合し、平成 29 年 6 月に新協定とし

て締結。（防災統括室所管） 

※2 災害廃棄物関係者を主な対象とし、模擬的な大規模災害を想定した上で、災害廃棄物の処理に関する判断・議論等を行う机上演習。 

 

【県・市町村合同「教育・訓練」】 

＜令和４年度＞ 

○第 1 回 令和 4 年 12 月 19日  ： 図上演習 参加者 35名（県 20 名、市町村等 15 名） 

＜令和５年度＞ 

○第 1 回 令和 6 年 2 月 13 日  ： 図上演習 参加者 35 名（県 10 名、市町村等 27 名） 

＜令和６年度＞ 

○第 1 回 令和 6 年 11 月 19日 ： 災害廃棄物対策の基礎、ワークショップ 参加者 26 名（県 8 名、市町村等 18 名） 

○第 2 回 令和 7 年 1 月 30 日  ： 図上演習 参加者 34 名（県 9 名、市町村等 25 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県内及び県外との支援体制（イメージ）】 

廃棄物、解体、建設等

関係団体

国

○報告
○広域支援の要請

○情報収集
○広域支援の調整
○指導助言

廃棄物、解体、建設等

関係事業者
支援市町村

○報告
○支援要請

○情報収集
○直接支援
○広域支援調整

要支援市町村

奈良県（被災側）

○支援調整○要請／支援

○協力要請・調整

○連絡調整

都道府県（支援側）

○広域支援の調整

支援市町村
廃棄物、解体、建設等

関係団体

廃棄物、解体、建設等

関係事業者

○支援調整

○要請

／支援

○要請

／支援



41 

６．県・市町村の連携・協働（奈良モデル）による施策推進 

６－１ ごみ処理広域化の促進 （廃棄物対策課） 

安定的なごみ処理の継続及び市町村の行財政運営の効率化を図るため、奈良モデル（県・市町村連

携）プロジェクトとして、ごみ処理の広域化を促進している。平成 29 年度に「やまと広域環境衛生事

務組合」において、令和５年度に「さくら広域環境衛生組合」において、新たな広域施設が竣工した。

また、平成 30 年度には、橿原・高市郡地域において広域処理に係る協定が締結された。さらに、現

在、平成 28 年 4 月に設立された「山辺・県北西部広域環境衛生組合」、令和５年 10 月に設立された

「宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会」の県内２地域で広域化の動きが進んでいる。 

これまで県は、県・市町村長サミット等での情報共有を図りながら、広域化の枠組み（市町村構成）

調整や、関係市町村による実現化に向けた専門的な調査への支援を行い、平成 28 年 4 月には、本県

独自の施策として、ごみ処理広域化を促進するための「奈良モデル」補助金制度を創設・施行した。 

現在進められている２地域の広域化の実現により、焼却施設数が約 4.4 割減（25 施設→14 施設）、

１施設当たりの処理人口規模が約 1.7 倍（5.6 万人/施設→9.5 万人/施設）になると見込まれる。 
 

【広域化の動き】 

①やまと広域環境衛生事務組合（平成 24 年 8 月設立）：構成 3 市町（五條市、御所市、田原本町） 

○進捗：平成 29 年 6 月竣工。令和元年 6 月中継施設（五條市）竣工。 

②山辺・県北西部広域環境衛生組合（平成 28 年 4 月設立） 

：構成 10 市町村（大和高田市、天理市、山添村、三郷町、安堵町、川西町、三宅町、上牧町、広陵町、河合町） 

○進捗：令和 7年 5 月竣工。 

令和 6 年 3 月中継施設（上牧町）竣工。令和 6 年 11 月中継施設（大和高田市）竣工。 

令和 7 年 3 月中継施設（三郷町）竣工。令和 7 年 9 月中継施設（まほろば環境衛生組合）竣工。 

③さくら広域環境衛生組合（平成 28年 4 月設立）：構成 6 町村（大淀町、下市町、黒滝村、天川村、川上村、東吉野村） 

○進捗：平成 28 年度から基本計画、基本設計等を行い、令和 2 年度に施設整備等に着手。 

令和 5 年 9 月竣工。 

④橿原市・高市郡地域：構成 3市町村（橿原市、高取町、明日香村） 

○進捗：「一般廃棄物（可燃ごみ）の処理に関する協定」締結（平成 30年 11 月）。高取町（平成 31 年 1 月～）、 

明日香村（平成 31 年 4 月～）のごみを橿原市の既存施設で処理開始。 

⑤宇陀地域：構成３市村（宇陀市、曽爾村、御杖村） 

○進捗：宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会設立（令和５年 10 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２ 災害廃棄物処理対策の推進 （再掲 40ページ参照） 

６－３ 廃棄物の減量化・再生利用の推進 （再掲 31ページ参照） 

６－４ 不法投棄・使用済家電等対策の強化 （再掲 38ページ参照） 

◆新たな広域化（想定）【14 施設】 

①やまと広域環境衛生事務組合 

③さくら広域環境衛生組合 

②山辺・県北西部広域環境衛生組合 

④橿原市・高市郡地域 

◆平成 27 年度末時点【25 施設】 

⑤宇陀地域 
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Ⅵ 安全な生活環境の確保 
【施策の方向】 

心身ともに健康で、快適・安全・安心な暮らしができるよう、私たちの身の回りを取り巻く生活環

境（大気、土壌、騒音、土地改変など）を保全するための対策を講じます。また、有害な化学物質の

適正処理を促進するとともに、空間放射線量の常時監視や未だ発生メカニズムが解明されていない光

化学オキシダントや微小粒子状物質（PM2.5）に係る調査研究などの取組を推進します。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設

定の趣

旨 

指標項目 

現況値 目標値 

R7

（2025） 

小施策 

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

き れ い

な 大 気

が 保 た

れ て い

る か を

評 価 す

る 指 標

として活

用 

大 気

環 境

基 準

達 成

率 ※ １

（%） 

二酸化硫

黄（SO2） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（8／8） 
100 

大 気 環

境 の 保

全対策 

二酸化窒

素（NO2） 

100 

（11／11） 

100 

（11／11） 

100 

（11／11） 

100 

（11／11） 

100 

（11／11） 
100 

一酸化炭

素（CO） 

100 

（2／2） 

100 

（2／2） 

100 

（2／2） 

100 

（2／2） 

100 

（4／4） 
100 

浮遊粒子

状 物 質

（SPM） 

100 

（12／12） 

100 

（12／12） 

100 

（12／12） 

100 

（12／12） 

100 

（11／11） 
100 

光化学オ

キシダント

（Ox） 

0 

（0／8） 

0 

（0／8） 

0 

（0／8） 

0 

（0／8） 

0 

（0／8） 

測定数値

に対する

迅速な対

応、情報

提供を行

う※２ 

微小粒子

状 物 質

（PM2.5） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（9／9） 

100 

（8／8） 

生活環

境の保

全対策

の状況

を 評 価

す る 指

標として

活用 

ダイオキシン類の環

境基準達成率※１（%） 

100 

（8／8） 

100 

（8／8） 

100 

（8／8） 

100 

（8／8） 

100 

（8／8） 
100 

生 活 環

境 の 保

全対策 公害苦情件数（騒

音、振動、悪臭等）

（件） 

203 214 201 192 185 件数の減 

※１：現況値の（  ）は、環境基準達成箇所数／測定箇所数 

※２：数値目標の設定になじまないため、数値への対応を記載（ただし、実績値は評価する） 
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【主な事業の進捗概要】 

１．大気環境の保全対策 

１－１ 大気汚染物質対策 

（１）大気汚染物質の常時監視 （水・大気環境課） 

一般環境大気測定局 10 局、自動車排出ガス測定局 1 局及びバックグラウンド局 1 局の計 12 局

（奈良市所管局含む）で大気汚染状況を常時監視。 

光化学オキシダントの環境基準は、全国的に達成困難な状況。微小粒子状物質（PM2.5）は、平成

21 年 9 月に環境基準が設定されたことから、平成 21 年度から順次、測定機器を整備。令和６年度

の環境基準達成率は 100％（環境基準達成箇所数／測定箇所数＝9／9）。 

 

【大気汚染物質の環境基準達成率】 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

二酸化硫黄

（SO2） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（8／8） 

二酸化窒素

（NO2） 

100% 

（12／12） 

100% 

（12／12） 

100% 

（12／12） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

100% 

（11／11） 

一酸化炭素

（CO） 

100% 

（5／5） 

100% 

（5／5） 

100% 

（5／5） 

100% 

（2／2） 

100% 

（2／2） 

100% 

（2／2） 

100% 

（2／2） 

100% 

（4／4） 

浮遊粒子状物

質（SPM） 

100% 

（14／14） 

100% 

（14／14） 

100% 

（14／14） 

100% 

（12／12） 

100% 

（12／12） 

100% 

（12／12） 

100% 

（12／12） 

100% 

（11／11） 

光化学オキシ

ダント（Ox） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

0% 

（0／8） 

微小粒子状物

質（PM2.5） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（9／9） 

100% 

（8／8） 

※（ ）は「環境基準達成箇所数／測定箇所数」 

 

（２）光化学スモッグ注意報等の迅速な対応 （水・大気環境課） 

大気汚染防止法に基づき、「奈良県光化学スモッグ緊急対策要領」を定め、オキシダント濃度に応じ

た発令区分を「予報」「注意報」「警報」「重大警報」の 4 段階に設定し、常時監視による測定値が基準

値を超えた場合は、直ちに、県関係機関及び市町村、報道機関等に通知する。 

【発令回数、被害者届出数】 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

予 報 3 7 4 6 4 0 2 4 

注 意 報 0 3 0 1 1 0 2 1 

被害者届出数 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

（３）ＰＭ2.5対策 （水・大気環境課） 

微小粒子状物質（PM2.5）による健康被害を未然防止する観点から、国が平成 25 年 2 月に「注意

喚起のための暫定的な指針」を策定。この指針では、PM2.5 が高濃度となる異常時において、県が注

意喚起の発令を行うことになっているが、県は、この指針ができる以前（平成 21 年 4 月）から常時

測定を行っており、令和 7 年３月末までの間で発令事例は無い。 
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１－２ 酸性雨対策 

（１）酸性雨モニタリング調査 （水・大気環境課） 

酸性雨の実態を把握するため、毎月 1 回（測定地点：景観・環境総合センター）のモニタリング調

査を実施。酸性雨の目安は pH5.6 以下で、全国平均値（令和 5 年度）は 4.98。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

雨水のｐH年平均

値 
5.18 5.10 4.90 5.10 5.10 5.20 5.10 5.10 

 

 

２． 生活環境の保全対策 

２－１ 化学物質対策 

（１）ダイオキシン類や環境ホルモンのモニタリング調査 （水・大気環境課） 

①ダイオキシン類調査 

平成 11 年度の「ダイオキシン類対策特別措置法」に先立ち、平成 10 年度から、大気・公共用水

域・土壌・地下水のダイオキシン類について調査を実施。令和６年度は、大気８地点、公共用水域（水

質）８地点、公共用水域（底質）７地点、地下水 7 地点、及び土壌６地点について調査を実施（国土

交通省、奈良市所管分を含む）、すべての地点において環境基準を達成。 

 

②環境ホルモン調査 

平成 14 年度から、公共用水域の主な地点（3～4 箇所）において、環境ホルモンの代表的な 3 物

質（ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、4-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ）の調査を実施。これまで、すべての地点において、

いずれの物質も検出されていない。（平成 30 年度まで実施。） 

 

（２）アスベストや PCB等廃棄物の適正処理の促進 

①アスベスト対策 （水・大気環境課） 

解体等作業で発生する飛散性アスベストによる大気汚染を未然に防止するため、大気汚染防止法に

基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出のあったアスベスト除却作業現場に対し、労働基準

監督署と連携して立入検査を実施。 

 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

立入検査件数 30 48 42 38 38 21 16 36 

 

②PCB廃棄物対策 （再掲 35ページ参照） 

 

（３）土壌汚染対策の推進 （水・大気環境課） 

一定規模（3,000 ㎡）以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法に基づく届出が必要で

あり、県は、届出に対して、土壌汚染調査の要否等について助言・指導。 

 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

土壌汚染対策法届出件数 48 45 51 119 102 103 96 87 
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２－２ 騒音対策 

（１）自動車騒音の常時監視 （水・大気環境課） 

騒音規制法に基づく自動車騒音測定調査を実施。令和３年度に策定した「自動車騒音常時監視業務

計画（令和３～12 年度）」に基づき、調査を実施。令和 6 年度は、一般国道 24 号（田原本町 1 区

間）、桜井田原本王寺線（三宅町 1 区間、田原本町 2 区間、広陵町 1 区間）で 1062 戸を対象にして

調査を実施、そのうち 1034 戸で昼間・夜間とも環境基準を達成。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

自動車騒音に係る環境基準

達成率（%） 
100 100 99.7 92.6 91.3 95.4 98.4 97.4 

 

２－３ 土地の改変に係る監視・指導 

（森林環境課、担い手・農地マネジメント課、技術管理課、砂防・災害対策課、建築安全課） 

土砂の埋め立て等の土地の開発行為等については、森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防

法、農地法等、それぞれの法令を所管する部署が監視・指導を実施。 

監視・指導においては、衛星画像による改変箇所の確認や民間委託による関係課合同パトロール等

を活用し、違法行為の早期の発見に努めている。 

また、令和元年に土砂等の埋立て等の規制に関する条例を制定している市町村と県が土地の改変に

係る協働監視に関する協定を締結したことを受けて、土地規制所管所属や関係課による「土地の改変

に係る庁内連絡会」を立ち上げ、庁内横断的な情報共有や市町村との協働監視に連携して対応する体

制を構築し、違法な土地改変行為等に対して早期の対応に努めている。 

 

２－４ 放射線モニタリングの実施 

（１）放射線量の常時監視 （水・大気環境課） 

平成元年度から、大気や土壌、食料品などの放射線量を定期的に測定・監視。また、モニタリングポ

スト（県内 4 箇所）による常時監視も実施し、測定結果は国や県のホームページで公表。 

 

 

３．環境保全の基盤的スキームの推進 

３－１ 環境影響評価制度の推進 （水・大気環境課） 

大規模な開発行為等による環境汚染や自然環境の破壊などを未然に防止するため、環境影響評価

法、及び奈良県環境影響評価条例に基づき、環境影響評価を実施。平成 23 年 4 月に環境影響評価法

が改正されたことを受けて、県条例を改正し、計画段階での配慮書手続を義務化した（平成 27 年 4

月 1 日施行）。 

【環境影響評価の実施】 

○平成 19年度  京奈和自動車道（大和北道路） 評価完了 

○平成 25年度  採石場（香芝・葛城市内） 評価完了 

○平成 28年度  採石場（大淀・高取町内） 評価完了 

            廃棄物最終処分場（御所市内） 評価完了 

○令和元年度   砕石場（御所市内） 評価完了 

                廃棄物焼却施設（天理市内） 評価完了 

○令和３年度    廃棄物焼却施設（奈良市内） 配慮書手続完了 
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３－２ 環境に関する調査研究の推進 

（１）公設試験研究機関等における調査研究 

 

 

内容 事業期間 所属 

奈良県における微小粒子状物質（PM2.5）中の無機元素成分の分析法の検討と PM2.5構成

成分の傾向把握に関する研究 
H26 

景観・環

境 総 合

センター 

バイオマス燃焼由来物質レボグルコサン類の測定法検討と微小粒子状物質構成成分とレボ

グルコサン類の関連性に関する研究 
H27 

微小粒子状物質（PM2.5）における高濃度事例解析の検討 H28 

ドライクリーニング業で使用される溶剤が水環境に与える影響について H25 

奈良県内河川における水生生物の保全に係る水質環境基準新規追加物質の環境実態調査 H26 

大和川水系における大腸菌群数及び大腸菌数に関する調査 H27 

ネオニコチノイド系農薬の測定方法の検討及び環境実態調査 H28 

WET手法による県内河川水の生物影響評価 H29 

奈良県内河川におけるゴルフ場使用農薬の環境実態調査 H30 

紀の川水系における農薬残留実態調査 H31～R2 

大和川水系岡崎川の水質改善に関する検討 R6 

自動同定定量システム（AIQS）を活用した異常水質原因特定体制の構築 R7 

PM2.5の環境基準超過をもたらす地域的/広域的汚染機構の解明（国との共同研究） H28～30 

光化学オキシダント及び PM2.5の環境基準超過をもたらす地域的/広域的汚染機構の解明

（国との共同研究） 
H31～R3 

光化学オキシダント等の変動要因解析を通した地域大気汚染対策提言の試み 

（国との共同研究） 
R4～R6 

光化学オキシダント等の有効な対策に向けた新たなデータ解析と効果的な大気環境モニタリ

ングの探索（国との共同研究） 
R7～ 

アオコが生産するシアノトキシンのモニタリングに関する予備検討（国との共同研究） H27～28 

国内における化審法関連物質の排出源及び動態の解明（国との共同研究） H28 

WET手法を用いた水環境調査のケーススタディ（国との共同研究） H28～30 

災害時等における化学物質の網羅的簡易迅速測定法を活用した緊急調査プロトコルの開発 

（国との共同研究） 
R5～R6 

LC-MS/MSによる分析を通じた生活由来物質のリスク解明に関する研究（国との共同研究） H31～R3 

生物応答を用いた各種水環境調査方法の比較検討（国との共同研究） H31～R3 

河川プラスチックごみの排出実態把握と排水抑制対策に資する研究（国との共同研究） R3～R5 

公共用水域における有機-無機化学物質まで拡張した生態リスク評価に向けた研究 

（国との共同研究） 
R4～R6 

多様な水環境の管理に対応した生物応答の活用に関する研究（国との共同研究） R4～R6 

AIQSの環境試料適用と高度化に関する研究（国との共同研究） R7 

良好な水環境の創出に向けた生物応答の活用に関する研究（国との共同研究） R7～ 

国内水環境における化学物質による生態リスクの特徴把握（国との共同研究） R7～ 

広範な PFAS管理のための廃棄物・環境分析に関する研究（国との共同研究） R7～ 

農薬残留対策総合調査・河川中農薬モニタリング調査 
H26～30 

R3～ 
農業研究

開発センタ

ー 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 H27～ 

木チップを利用した外構材の開発 H27～ 森林技術 

センター 間伐材を利用した土木資材の劣化調査 H18～29 
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Ⅶ 生物多様性の保全 
【施策の方向】 

豊かな生物多様性の恵みを将来の世代に引き継いでいくため、「生物多様性なら戦略」に基づき、県

民、ＮＰＯ、事業者、教育・研究機関等と協働して良好な自然環境を保全します。また、絶滅のおそれ

のある希少な野生動植物の生息・生育環境の保全・再生に取り組むとともに、増えすぎた野生動物の適

正な密度管理や外来種による生態系のかく乱や農林水産業等への被害防止の取組を推進します。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定

の趣旨 
指標項目 

現況値 目標値 

R7（2025） 
小施策 

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

希少な野

生動植物

の保護管

理の状況

を評価す

る指標と

して活用 

特定希少野

生動植物の

指定数（種） 

（生物多様性な

ら戦略に基づく） 

12 12 11 11 11 20 

生物多様性

の保全と再

生 

生物多様

性保全の

取組を評

価する指

標と して

活用 

混交林への

誘導整備面

積 （ ha ） (累

計) 

0 45 90 148 227 1,100 

ニホンジカの

捕獲数（頭／

年） 

（メス） 

5,555 

（オス） 

4,493 

(性別不明) 

333 

（メス） 

6,141 

（オス） 

4,667    

(性別不明) 

253 

（メス） 

6,188 

（オス） 

4,676 

（性別不明）

227 

（メス） 

5,791 

（オス） 

4,391 

（性別不明）

114 

(メス) 

6,158 

(オス) 

4,910 

（性別不明）

158 

（メス） 

6,000 

（オス） 

4,000 

環境にやさし

い農業シン

ボルマーク

認証団体数

（団体） 

49 49 49 49 49 52 

生態系

サ ー ビ

スの持

続可能

な利用 

エコファーマ

ー及びみど

りの食料シ

ステム法認

定  のべ認

証者数（人） 

913 917 918 950 1006 950 

「なら生物多

様性ネットワ

ーク」参画団

体数（団体） 

86 87 87 87 87 90 
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【主な事業の進捗概要】 

１．生物多様性の保全と再生 

１－１ 重要地域の保全 

（１）自然公園法・県立自然公園条例による規制･指導 （景観・自然環境課） 

自然公園法・県立自然公園条例に基づき、自然公園内における工作物の新築や増改築、木竹の伐採な

ど一定の行為を規制。工作物の増改築等に係る許可・届出件数は毎年度約 150 件。 

 

（２）県希少野生動植物保護条例等による規制･指導､普及啓発 （景観・自然環境課） 

「希少野生動植物の保護に関する条例」（平成 22 年度制定）に基づき、特に保護の必要のある希少

野生動植物を「特定希少野生動植物」として 11 種指定し、取扱や生息地等の保全に関して規制・指

導・啓発を実施。 

 

（３）県自然環境保全条例に基づく規制・指導 （景観・自然環境課） 

県自然環境保全条例に基づき、「県自然環境保全地域」、「景観保全地区」、「環境保全地区」での一定

の行為（工作物の新築や増改築、木材の伐採など）を規制。同条例に基づく県自然環境保全地域、景観

保全地区及び環境保全地区内の許可・届出件数は、毎年度約 150 件。 

 

（４）生物多様性に配慮した鳥獣保護区の指定 （農業水産振興課） 

鳥獣又はその生息地の保護を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に

基づき、狩猟による鳥獣の捕獲を禁止する「鳥獣保護区」を指定。令和６年度末の指定状況は、21 地

区（38,548ha（県土の 10.4％））。 

 

（５）世界遺産及びユネスコエコパーク内の原生的な自然林保護 （景観・自然環境課） 

吉野熊野国立公園やユネスコエコパークに指定されている大台ヶ原において、ニホンジカの食害に

よる下層植生や後継樹の喪失を防ぐため、「大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画」（平成 13 年度環境省

策定）に基づき、国がニホンジカの個体数調整や防鹿柵設置（県受託）などを実施。 
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１－２ 野生動植物の保護と管理等 

（１）天然記念物の保護 （奈良公園室、文化財課） 

①特別天然記念物カモシカによる食害対策 

紀伊山地に生息するカモシカによる農作物等の食害を防止するとともに、カモシカの保護にも資す

るため、平成 22 年度から、市町村が実施する防獣ネットの設置を支援（県補助）。また、三重県と共

同でカモシカの生息状況調査を毎年実施。加えて、令和６・７年度は、三重県・和歌山県と紀伊山地カ

モシカ保護地域における特別調査を実施中。 

②特別天然記念物オオサンショウウオ緊急調査 

オオサンショウウオの生息状況調査を毎年実施。平成 27 年度から、宇陀市が実施する宇陀川水系

におけるオオサンショウウオの生息状況調査も支援（県補助）。調査での捕獲個体はマイクロチップに

よる登録を行うとともに、DNA 鑑定により外来種および交雑種と確認された個体は保護施設に隔離。 

③天然記念物「奈良のシカ」の保護・育成 

天然記念物「奈良のシカ」の保護と農業等の被害対策のため、主な生息地の周辺に防鹿柵の計画的な

設置を推進。平成 28 年度から、生息密度調査や農業被害のモニタリング調査を実施。奈良公園から

離れた地域のシカを対象とした「奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第２次）」（令和 4 年 4

月策定）に基づき、主に奈良市東部地域において農作物被害の軽減対策を実施。「天然記念物「奈良の

シカ」保護計画（暫定計画）」（平成 31 年 4 月策定）で主な対象とした重点保護地区（A 地区）に加

え、保護地区（B 地区）を対象とした「天然記念物「奈良のシカ」保護計画」を令和 4 年 4 月に策定

し、シカと人とのトラブルを軽減するために啓発等を実施。 

 

（２）地域と連携した外来種防除の推進 （景観・自然環境課） 

特定外来生物であるアライグマによる生態系・生活環境・農作物などの被害 

を抑制するため、平成 21 年度から、市町村と連携して防除を実施。 

同じく特定外来生物のヌートリアについては令和５年度から市町村と連携し 

て防除を開始。 

令和５年度には外来生物法が改正され、市町村は防除実施計画の策定もしく 

は、県の防除実施計画への同意によって、外来生物法に基づく捕獲が可能とな 

り、現在、県下３８市町村が県防除実施計画に同意。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

アライグマ捕獲数 1,678 2,008 1,654 2,299 1,882 2,436 2,223 2,224 

アライグマ防除実施 

計画策定市町村数 
25 25 26 26 27 27 38※ 38※ 

 ※R5 年度以降は、県防除実施計画（アライグマ、ヌートリア）に同意した市町村数を掲載 

また、令和元年度に奈良県で初めて確認されたサクラ等を食害する特定外来生物クビアカツヤカミ

キリの被害拡大を防止する目的として、令和 4 年度より防除ボランティアとして「サクラ見守り隊ボ

ランティア隊員」の募集を開始。令和 6 年度は 160 名の隊員が活動し、防除に貢献した。 

 

（３）「第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）」及び「奈良県ツキノワグマ保護管

理計画」に基づくモニタリング及び保護管理の実施 （農業水産振興課） 

「奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第７次）」、「奈良県イノシシ第二種特定鳥獣管理計画

（第５次）」（令和４年度策定）及び「奈良県ニホンザル第二種特定鳥獣管理計画」（令和３年度策定）

に基づき、ニホンジカ、イノシシ及びニホンザルについて、毎年生息状況や被害状況をモニタリング

（アンケート調査等を含む）し、個体数調整や防護柵や檻・罠の設置に係る補助金の交付など適正な保

護管理を実施。 

また、「奈良県ツキノワグマ保護管理計画（第６次）」（令和７年度策定）に基づき、ツキノワグマに

ついてモニタリングを実施。 

防除講習会のチラシ 
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（４）「奈良県野生生物目録」作成、奈良県レッドリスト及びレッドデータブックの改訂 （景観・自然環境課） 

平成 28 年度に「奈良県野生生物目録」（野生動植物のリスト）を作成するとともに、「レッドリス

ト」（絶滅の恐れのある種のリスト）及び「レッドデータブック」（レッドリストの種について解説や写

真を掲載・編集したもの）を改訂。令和 5 年度より、再改訂作業に着手。令和 8 年度末に改訂予定。 

 

（５）カワウの個体数調整及び防除対策 （農業水産振興課） 

カワウによるアユやアマゴなどの水産被害を抑えるとともに、水産業との共存を目指すため、カワ

ウの生息状況調査や捕獲・被害防除を実施。 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

平均個体数（羽） 709 764 721 855 848 862 1,095 897 

水産被害量（ｔ） 11.1 9.3 8.1 7.7 7.7 4.0 4.9 9.8 

 

（６）特定希少野生動植物の指定及び保護管理事業計画の策定・推進 （景観・自然環境課） 

平成 22 年度から、特定希少野生動植物ごとに、保護管理事業の目標・実施区域等をとりまとめた

「保護管理事業計画」を順次策定し、生息地等の保護管理を推進。 

 

保護管理事業計画の策定 

ニッポンバラタナゴ（H22） 

ヤマトサンショウウオ（H23～24） 

ツクシガヤ（H25） 

ナゴヤダルマガエル（H25～26） 

オオミネイワヘゴ（H27） 

ヒメイノモトソウ（H28） 

キレンゲショウマ（H28） 

カワゼンゴ（H29） 

ヒメタイコウチ（H30） 

カツラギグミ（H30） 

コサナエ（R3） 

 

 

（７）希少野生動植物の人工増殖の推進 （景観・自然環境課） 

ニッポンバラタナゴやヒメタイコウチなどの特定希少野生動植物について、保全活動団体等と連携

しながら、域外保全（人工増殖）や生息地の保全などを実施。 

 

 

保全対象の動植物 保全活動団体等の名称 活動内容 

ニッポンバラタナゴ 近畿大学 生息確認調査、生息域外保全 

ヤマトサンショウウオ ヤマトサンショウウオを守る会 
赤目滝水族館 

生息確認調査、生息域外保全 

ヒメタイコウチ 
五條のヒメタイコウチを守る会 
橿原市昆虫館 

生息地の環境整備、生息域外保全 

ナゴヤダルマガエル 紀伊半島野生動物研究会 生息確認調査、繁殖調査 

コサナエ 奈良女子大学 生息確認調査、（環境 DNA 分析） 

ヒメイノモトソウ 大阪公立大学附属植物園 生育確認調査、生息域外保全 

キレンゲショウマ 地元有志 生息地の環境整備、DNA調査 

カツラギグミ 大阪公立大学附属植物園 生息域外保全、DNA 調査 
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Ⅷ 人づくり・地域づくりの推進 
【施策の方向】 

景観・環境づくりを進めていくためには、一人ひとりが地域や組織において自主的・主体的に取り組

み、地域コミュニティ活動としても定着・発展させていくことが求められます。そのため、奈良モデル

による取組はもとより、関係機関・団体、地域住民等と連携・協働しながら、イベント・講習会、ホー

ムページなど様々な機会を通した環境教育・学習を進めるなど、景観・環境づくりを促進するための啓

発等の取組を推進します。また、多様な主体が互いに連携・協力するパートナーシップの形成を促進す

ることにより、参加と協働による取組を推進します。 

 

【現況・目標値(指標設定による評価)】 

指標設定

の趣旨 
指標項目 

現況値 目標値 

R7（2025） 
小施策 

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

人材育成

の取組を

評価する

指標として

活用 

奈良県フォレスター

の任命者数（人） 
10 13 13 22 28 25 

環境を

学ぶ機

会づ く

り 

森林環境教育指導

者養成研修受講者

数（人） 

4,980 5,215 5,421 5,679 5,937 6,400 

馬見丘陵公園花サ

ポーター（花緑ボラ

ンティア）登録者数

（人／年） 

49 53 55 53 56 70 

ストップ温暖化推進

員の委嘱者数（人） 
217 205 207 205 246 270 

歴史文化

交流拠点

としての奈

良県の魅

力度を評

価する指

標として活

用 

観光入込客数（万

人） 
2,623 2,415 3,266 3,991 

集計中 

※12月中に 

公表 

5,100 

環境へ

の取組

を通し

た 「 地

域づ く

り 」 の

推進 

県 民 ・ 事

業 者 ・ 行

政の積極

的な取組

と連携・協

働を評価

する指標

として活用 

景観づくり活動を実

施している景観サポ

ーター数(人) 

48 48 48 48 48 55 

環境の保全を図る

活動に関する地域

貢献サポート基金補

助事業数（件） 

32 36 37 47 56 53 

環境をテーマにした

ビジネスモデル認定

件数（件） 

77 78 81 81 81 88 

地方公共団体実行

計画を策定した市町

村の割合（%） 

－ － 56.4 71.8 76.9 100 
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【主な事業の進捗概要】 

１．環境への取組を通した「地域づくり」の推進 

（１）麗（うるわ）しい奈良県づくりの推進 （水・大気環境課） 

県民が愛着と誇りを持つことのできる麗（うるわ）しい奈良県の実現に向け、「大和川のきれい化」、

「奈良らしい景観づくり」、「循環型の生活スタイル」の推進を図るため、平成 28 年 12 月に、県、市

町村、団体、企業等（72 者）で構成する「きれいに暮らす奈良県スタイル推進協議会（以下、「協議

会」という。）」を設立し、行動計画及び功労者表彰制度が採択された。 

平成 29 年度からは、協議会構成員等と連携・協働しなが

ら行動計画の進捗を図り、｢きれいに暮らす奈良県スタイル

ジャーナル｣を発刊するなど、多様な主体の実践活動を誘発・

促進。令和６年総会にて、協議会の名称を「麗（うるわ）し

い奈良県づくり推進協議会」に改正した。 

重点プロジェクトの「大和川のきれい化」、「奈良らしい景

観づくり」の推進にあたっては、協議会のもとに「大和川重

点対策支川部会」を設置し、市町村や団体等と連携しながら

課題の共有・認識を図るとともに、課題解決に向けた取組・

事業を推進。また、県内各地における実践活動の波及・活発 

化を図るため、各分野で活動されている実践団体で構成する「実践団体部会」を設置し、各団体の活動

事例について情報共有を図るとともにデータベース化を進め、重点プロジェクト各部会への更なる参

画、連携・協働を促進。 

 

（２）奈良県環境県民フォーラムの活動促進 （水・大気環境課） 

健全で恵み豊かな環境の確保に向けて、団体、企業等が率先して自主的に取り組むため、平成 9 年

度に設立された「奈良県環境県民フォーラム（令和 6 年度末現在：構成 2７団体）」では、機関誌等に

より構成団体等の実践活動などを情報発信しながら、「エネルギー」、「エコライフ」、「資源活用」、「自

然環境」の４つの分科会活動等を通した普及啓発活動（環境にやさしいお買い物キャンペーン、エコク

ッキング教室など）を実施。 

 

（３）奈良県地球温暖化防止活動推進センターの活動促進 （脱炭素・水素社会推進課） 

地域の地球温暖化防止活動の拠点として、平成 18 年 3 月に県指定された「奈良県地球温暖化防止

センター」では、環境イベント「アースデイ奈良」の共催、ストップ温暖化推進員に対する研修、ライ

トダウンイベントなど様々な普及啓発活動等を実施。 

 

（４）ストップ温暖化推進員の養成 （脱炭素・水素社会推進課） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地域での地球温暖化対策の普及促進を担う人材

を養成する講座を開催し、受講修了者を「ストップ温暖化推進員」として県が委嘱（令和 6 年度末現

在：246 名）。 

 

（５）「なら生物多様性保全ネットワーク」の活動促進 （景観・自然環境課） 

生物多様性保全の普及活動を促進するため、平成 26 年 3 月に、県、市町村、関係機関・団体等に

より「なら生物多様性保全ネットワーク」（令和 6 年度末時点：8７団体）を設立。団体等の実践活動

などを情報発信するとともに、生物多様性保全に関する講演会や研修会を開催。 

 

 

 

 

協議会設立総会（H28.12.6） 
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２．環境を学ぶ機会づくり 

（１）環境教育・環境学習のプログラム開発 （脱炭素・水素社会推進課） 

県内小・中学生向けに次世代エネルギー・温暖化問題等について体験的に学ぶ教室・イベントを定期

的に開催。奈良県地球温暖化防止活動推進センターでは、「環境出前講座」を実施し、地域コミュニテ

ィに対する啓発活動を実施。 

また、奈良県地球温暖化防止活動推進センターとの協働により、家庭からの二酸化炭素排出量を簡

単に計算できるツールとして「奈良の環境家計簿」を開発。 

 

（２）森林環境教育の推進（再掲 6 ページ参照） 

 

（３）花と緑に親しむ講習会等の機会提供 （公園企画課） 

馬見丘陵公園において、ガーデニング教室や自然観察会など花と緑に親しむ講習会を開催。 

令和６年度は、1５回開催、参加人数 256 名。 

 

（４）関連イベントの開催 

①「奈良県山の日・川の日、山と川の月間」関連イベント（再掲 10 ページ参照） 

 

②「不法投棄ゼロ作戦」推進大会（再掲 38 ページ参照） 

 

③クリーンアップならキャンペーン（再掲 39 ページ参照） 

 

④川の清掃デー（再掲 10 ページ参照） 

 

⑤吉野川マナーアップキャンペーン（再掲 10 ページ参照） 

 

⑥「吉野川を守る会」河川愛護キャンペーン（再掲 10 ページ参照）
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